
八
世
紀
の
国
際
情
勢
及
び
古
代
日
本
の
対
外
措
置
か
ら
み
る
鞠
智
城
の
機
能
変
遷
過
程
に
関
す
る
試
論

―
Ⅲ
期
・
Ⅳ
期
八
世
紀
第
４
四
半
期
を
中
心
に
―

新
飼　

早
樹
子

一
、
は
じ
め
に　

―
本
稿
に
お
け
る
目
的
と
問
題
点
の
所
在
―

本
稿
の
目
的
は
、
鞠
智
城
Ⅲ
期
及
び
Ⅳ
期
八
世
紀
第
４
四
半
期
に
焦
点
を
あ

て
（
一
）、
八
世
紀
初
期
に
至
り
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
古
代
山
城
の
多
く
が
廃
停
す

る
な
か
で
鞠
智
城
が
長
期
経
営
さ
れ
た
意
義
を
闡
明
し
、
Ⅲ
期
と
Ⅳ
期
の
間
で

鞠
智
城
に
機
能
変
化
が
み
え
る
理
由
を
国
内
事
情
と
対
外
防
衛
と
い
う
背
景
を

も
と
に
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
二
）。

こ
の
時
期
は
考
古
学
見
地
よ
り
、
土
器
は
見
ら
れ
な
い
が
礎
石
建
物
が
出
現

す
る
時
期
（
Ⅲ
期
）
と
、
直
前
の
空
白
期
と
は
異
な
り
土
器
が
一
気
に
増
加
し

礎
石
建
物
も
大
型
化
す
る
（
Ⅳ
期 

八
世
紀
第
４
四
半
期
）
と
い
う
遺
物
・
遺
構

共
に
変
化
が
見
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
結
果
を
も
と
に
文
献
史
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
次
期
別
に
軍
事
的
・
財
政

的
・
行
政
的
に
わ
た
る
多
様
な
機
能
を
想
定
す
る
必
要
が
求
め
ら
れ
る
と
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
佐
藤
二
〇
一
〇
、二
〇
一
四
）。
し
か
し
な
が
ら
近
年
、

鞠
智
城
の
兵
站
機
能
と
い
う
側
面
か
ら
の
指
摘
（
五
十
嵐
二
〇
一
六
）
が
な
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
継
続
的
な
軍
事
側
面
の
役
割
を
評
価
し
た
も
の
と
し
て

示
唆
に
富
み
、
こ
の
よ
う
に
地
理
的
問
題
よ
り
国
内
外
に
お
け
る
鞠
智
城
の
兵

站
機
能
的
な
役
割
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
稿
の
時
代

設
定
と
な
る
Ⅲ
期
及
び
Ⅳ
期
の
変
遷
期
と
符
合
す
る
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
〜

七
八
一
）
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
で

権
力
構
造
・
社
会
情
勢
的
に
大
き

な
変
化
を
迎
え
た
ひ
と
つ
の
画
期

と
な
る
時
期
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、①
「
北

路
来
朝
」
禁
止
措
置
と
鞠
智
城
・

北
部
九
州
の
警
固
状
況
の
解
明
、

②
「
流
來
新
羅
人
」
の
登
場
と
新

羅
使
の
規
模
拡
大
に
伴
う
日
本
の

対
応
と
鞠
智
城
の
関
係
に
つ
い
て

分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
八
世
紀
は
、
他
の
古
代
山
城
が
機
能

停
止
を
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
は
機
能

変
遷
を
見
せ
な
が
ら
も
山
城
の
経
営
を
維
持
し
続
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
他
の
山
城
と
は
異
な
り
何
故
鞠
智
城
が
維
持
す
る
に
至
っ

た
の
か
、
そ
の
理
由
を
把
握
し
、
鞠
智
城
の
持
続
意
義
の
解
明
と
機
能
変
化
の

理
解
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
考
え
ら
れ
る
問
題
点
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
一
点
目
に
、
宝
亀
年
間
初
期
か
ら
縁
海
警
固
命
令
が
下
さ
れ
る
直

＜図一＞鞠智城の年代区分と土器出土数
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前
ま
で
、
日
本
は
渤
海
使
節
に
「
北
路
来
朝
」
禁
止
を
要
求
し
、
大
宰
府
か
ら

の
入
港
を
強
く
要
請
し
て
い
た
。
ま
た
こ
の
縁
海
警
固
命
令
で
は
、
西
海
道
を

含
む
西
側
地
域
の
警
固
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
鞠
智
城
で

は
、
白
村
江
敗
戦
後
の
対
外
防
衛
の
役
割
を
終
え
た
あ
と
の
（
三
）
九
世
紀
に
も

兵
庫
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
警
固
命
令
と
関
連
し
考
察
し
た

際
、
鞠
智
城
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
べ
き
か
と
い
う
疑
問
が
あ
げ
ら

れ
る
。

二
点
目
に
、宝
亀
年
間
に
な
る
と
史
料
上
よ
り
、以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
「
流

來
」
新
羅
人
の
登
場
と
使
節
団
の
大
規
模
化
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
大

宰
府
で
は
、よ
り
厳
重
な
来
航
資
格
の
審
査
が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
下
さ
れ
た
の
が
宝
亀
十
一
年
の
縁
海
警
固
令
で
あ

る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
警
固
令
と
新
羅
使
節
の
来
航
状
況
は
密

接
に
連
動
す
る
と
の
指
摘
（
鄭
二
〇
一
五
）
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
来
航
状
況

の
変
化
と
北
部
九
州
の
防
衛
意
識
に
つ
い
て
合
わ
せ
て
考
慮
し
た
と
し
て
も
、

鞠
智
城
に
兵
站
施
設
や
軍
事
的
側
面
と
し
て
の
役
割
は
な
く
、
八
世
紀
以
後
の

こ
の
時
期
に
は
対
外
防
衛
の
存
在
意
義
が
消
失
し
て
い
た
と
言
え
る
の
か
と
い

う
疑
問
が
挙
が
る
。
こ
の
時
期
の
内
容
に
つ
い
て
は
史
料
上
の
制
約
が
あ
る
も

の
の
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
と
考
え
る
。

近
年
の
鞠
智
城
研
究
は
、
発
掘
調
査
報
告
の
蓄
積
を
基
に
詳
細
な
検
討
が
可

能
と
な
り
、
文
献
と
の
相
互
的
研
究
の
進
展
が
目
覚
ま
し
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
転
換
期
で
あ
る
鞠
智
城
Ⅲ
期
と
Ⅳ
期
八
世
紀
第
４
四
半
期
で
あ
る
宝
亀
年

間
に
注
目
し
、
新
羅
の
国
内
情
勢
お
よ
び
渤
海
の
動
き
を
ふ
ま
え
て
日
本
の
対

新
羅
情
勢
・
警
固
施
策
と
鞠
智
城
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
研
究
は
多
く
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
半
島
所
在
の
古
代
山
城
と
の
比
較
研
究
と
い
う
観
点
か

ら
鞠
智
城
の
性
格
に
迫
っ
た
研
究
は
見
ら
れ
る
が
（
近
藤
二
〇
一
七
、
山
田

二
〇
一
八
）、
文
献
史
料
の
限
界
も
相
ま
っ
て
こ
の
時
期
に
焦
点
を
絞
り
、
朝

鮮
半
島
と
の
関
連
で
考
察
し
た
鞠
智
城
研
究
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
現
状
が

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
羅
の
国
内
情
勢
と
共
に
鞠
智
城
に
つ
い
て
考
察
す

る
な
ら
ば
、
宝
亀
年
間
は
新
羅
で
は
中
代
か
ら
下
代
に
移
行
す
る
大
き
な
政
治

的
変
革
を
伴
っ
た
画
期
を
迎
え
た
時
代
と
合
致
し
、
非
常
に
重
要
な
時
期
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
宝
亀
年
間
の
日
本
の
対
新
羅
政
策
お
よ
び
対
外
措
置

と
国
内
の
警
固
問
題
に
関
し
て
は
課
題
が
多
く
あ
る
と
考
え
る
。し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
時
代
に
本
来
対
外
防
衛
の
性
格
を
有
し
造
営
さ
れ
た
鞠
智
城
で
、

様
々
な
変
化
が
見
ら
れ
る
点
は
考
察
す
る
に
値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま

た
Ⅳ
期
八
世
紀
第
４
四
半
期
の
土
器
は
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
土
着
の
影
響

の
も
と
作
ら
れ
た
土
師
器
が
大
部
分
を
占
め
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
外
来
の
交
易
等
の
影
響
を
受
け
な
い
遺
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
日
本
国
内
と
の
か
か
わ
り
で
鞠
智
城
と
の
関
連
を
積
極
的
に
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
先
学
の
成
果
を
基
に
新
羅
国
内
事
情
と
日

本
の
対
新
羅
・
渤
海
対
策
と
そ
の
措
置
に
注
目
し
、
歴
史
的
特
質
と
展
開
過
程

か
ら
鞠
智
城
の
長
期
経
営
意
義
と
変
遷
、
そ
し
て
八
世
紀
末
の
鞠
智
城
の
防
衛

意
識
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、
渤
海
・
新
羅
人
の
来
航
増
加
の
諸
形
態

そ
れ
で
は
八
世
紀
の
国
際
情
勢
を
確
認
す
る
前
に
、
元
来
鞠
智
城
が
い
か
な

る
目
的
意
識
を
も
っ
て
築
城
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
把
握
し
て
お
き
た
い
。
ま

ず
は
鞠
智
城
の
地
理
的
条
件
で
あ
る
が
、
鞠
智
城
跡
は
、
阿
蘇
北
外
輪
山
か
ら

有
明
海
へ
と
西
流
す
る
菊
池
川
の
中
流
域
、
現
在
の
山
鹿
市
と
菊
池
市
の
市
境

に
位
置
す
る
古
代
山
城
で
あ
る
。
鞠
智
城
は
こ
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
を
有
す

る
た
め
、
鞠
智
城
の
役
割
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
有
明
海
の
侵
入
敵
の
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確
認
と
伝
達
」
に
つ
い
て
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
鞠
智
城

は
有
明
海
を
見
通
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
も
近
い
女
山
城
も
見
通
せ
な
い
位

置
に
あ
る
た
め
に
、
鞠
智
城
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
と
は
考
え
に
く

く
、
そ
れ
よ
り
も
熊
本
県
南
部
あ
る
い
は
中
央
部
の
有
明
海
あ
る
い
は
八
代
海

か
ら
上
陸
し
陸
路
で
北
上
し
て
く
る
敵
を
迎
え
撃
つ
に
は
格
好
の
位
置
に
あ
る

た
め
、
防
衛
面
で
は
そ
う
し
た
役
割
が
主
に
あ
っ
た
と
の
見
解
が
あ
り
（
矢
野

二
〇
一
七
）、
こ
れ
は
鞠
智
城
の
対
外
防
衛
意
識
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
最
初

に
確
認
し
て
お
く
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
史
料
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
た
い
。
鞠
智
城
に
つ
い
て
の
初
見
記
事
は
、『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年

（
六
九
八
）
五
月
条
に
み
え
る
、
大
宰
府
に
よ
っ
て
大
野
、
基
肄
の
二
城
と
と

も
に
繕
治
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
鞠
智
城
の
い
わ
ば
繕

治
記
事
に
あ
た
る
も
の
で
、
直
接
鞠
智
城
の
築
城
を
示
す
記
事
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
七
世
紀
後
半
に
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
が
緊
迫
す
る
な
か
、
鞠
智
城

は
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
築
城
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
期
、
日
本

は
白
村
江
の
敗
戦
に
よ
り
火
急
な
る
対
外
防
衛
整
備
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
た

時
期
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鞠
智
城
も
他
の
古
代
山
城
と
同
様
に
（
四
）、
外

的
防
衛
の
意
識
を
も
っ
て
築
城
さ
れ
た
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
築
城
当
時
の
鞠
智
城
は
、
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
に
対
半
島
情
勢
に
対
す

る
防
衛
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
で
も
す

で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
次
に
再
び
鞠
智
城
が
対
外
防
御
の
観
点
か
ら

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
九
世
紀
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
九
世
紀

に
入
る
と
、
新
羅
海
賊
の
来
襲
と
関
連
し
て
再
び
鞠
智
城
の
対
外
防
衛
要
素
が

示
唆
さ
れ
る
（
五
）。
こ
れ
は
考
古
学
見
地
に
お
い
て
も
変
化
が
み
ら
れ
る
と
の

報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
鞠
智

城
の
対
外
防
衛
意
識
や
対
外
関
係
と
い
う
側
面
に
注
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
活

動
は
築
城
後
す
ぐ
の
七
世
紀
末
と
対
新
羅
海
賊
の
活
動
が
史
料
上
か
ら
確
認
で

き
、
そ
れ
に
対
応
し
た
と
考
え
ら
れ
る
九
世
紀
の
二
つ
の
時
期
と
い
う
こ
と
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
鞠
智
城
の
対
外
防
衛
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
の

な
ら
ば
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
末
に
か
け
て
の
時
期
は
、
空
白
期
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
機
能
の
実
態
に
お
い
て
は
そ
の
性
質
上
様
々
な
役

割
に
つ
い
て
複
合
的
か
つ
重
層
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
鞠
智
城
の
対
外

防
衛
目
的
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
断
続
的
に
維
持
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
鞠
智
城
が
軍
事
的
目
的
を
完
全
に
喪
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

八
世
紀
鞠
智
城
の
対
外
意
識
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
は
大
宰
府
と
こ
の
時
期
に
と
ら
れ
た
渤
海
使

の
北
路
禁
断
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（
一
）「
北
路
禁
断
」
と
大
宰
府

そ
れ
で
は
ま
ず
大
宰
府
と
北
路
禁
断
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
前
提
条
件
と

し
て
八
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
対
外
情
勢
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

八
世
紀
中
葉
以
降
、
新
羅
征
討
計
画
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
の
対
新
羅
関
係

は
悪
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
新
羅
征
討
計
画
の
理
解
に
つ
い
て
は
、

研
究
者
に
よ
り
外
交
と
内
政
と
の
関
係
の
ど
ち
ら
を
重
視
し
て
把
握
す
る
か
に

よ
り
、
そ
の
理
解
は
異
な
る
が
（
河
内
一
九
九
五
、
趙
二
〇
一
五
）、
少
な
く

と
も
当
該
期
、
史
料
上
よ
り
新
羅
征
討
計
画
の
動
向
が
確
認
で
き
る
た
め
、
対

羅
関
係
は
七
世
紀
末
と
は
異
な
る
問
題
を
背
景
と
し
て
緊
迫
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
こ
の
征
討
計
画
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
対
羅
関
係
の
次
段
階
と
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
宝
亀
年
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間
か
ら
み
え
る
日
本
の
縁
海
警
固
問
題
で
あ
る
。こ
の
縁
海
警
固
に
つ
い
て
は
、

軍
事
史
の
立
場
よ
り
研
究
の
蓄
積
が
多
く
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
天
平
四

年
の
節
度
使
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
研
究
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
権
限
の
範
囲
、
任
務
内
容
、
所
管
国
の
問
題
な
ど
の
研
究

で
あ
り
、
天
平
期
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
（
北
八
四
、
下
向

井
一
九
九
二
、
中
尾
二
〇
一
〇
）。
し
か
し
な
が
ら
、
宝
亀
年
間
に
も
警
固
命

令
が
下
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
こ
の
時
に
は
渤
海
使
に
対
し
て
大

宰
府
の
入
港
を
強
く
要
請
す
る
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
、
大
宰
府
の
比
重
が
高

く
な
る
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
日
本
は
、
宝
亀
年
間
初
期
か
ら
縁

海
警
固
命
令
が
下
さ
れ
る
直
前
で
あ
る
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
ま
で
渤
海
使

節
に
対
し
て
「
北
路
来
朝
」
禁
止
を
要
求
し
、
大
宰
府
の
入
港
を
強
く
要
請
し

た
。
そ
れ
を
示
す
史
料
が
以
下
の
【
史
料
一
】
お
よ
び
【
史
料
二
】
で
あ
る
。

【
史
料
一】『
続
日
本
紀
』巻
三
二
、宝
亀
四
年（
七
七
三
） 
六
月
戊
辰（
二
四
日
）条

戊
辰
。
遣
使
宣
告
渤
海
使
烏
須
弗
曰
、「
太
政
官
處
分
、
前
使
壹
萬
福
等

所
進
表
詞
驕
慢
。
故
告
知
其
状
罷
去
已
畢
。
而
今
能
登
國
司
言
。「
渤
海

國
使
烏
須
弗
等
所
進
表
函
、違
例
无
礼
」者
。
由
是
不
召
朝
廷
、返
却
本
郷
。

但
表
函
違
例
者
、
非
使
等
之
過
也
。
渉
海
遠
來
、
事
須
憐
矜
。
仍
賜
祿
并

路
粮
放
還
。 

①
又
渤
海
使
、
取
此
道
（
＝
北
路
）
來
朝
者
、
承
前
禁
斷
。 

②
自
今
以
後
、
宜
依
舊
例
、
從
筑
紫
道
來
朝
。」

【
史
料
二
】『
続
日
本
紀
』巻
三
四
、宝
亀
八
年（
七
七
七
） 

正
月
癸
酉（
二
十
日
）条

癸
酉
、
遣
使
問
渤
海
使
史
都
蒙
等
曰
。「
去
寳
龜
四
年
、
烏
須
弗
歸
本
蕃

日
。 

太
政
官
處
分
、「
①
渤
海
入
朝
使
、自
今
以
後
、宜
依
古
例
向
大
宰
府
、

不
得
取
北
路
來
。」
而
今
違
此
約
束
、
其
事
如
何
。」 

對
曰
、
烏
須
弗
來
歸

之
日
、 

實
承
此
旨
。
由
是
、
②
都
蒙
等
發
自
弊
邑
南
海
府
吐
号
浦
、
西
指

對
馬
嶋
竹
室
之
津
。 

而
海
中
遭
風
、著
此
禁
境
。
失
約
之
罪
、更
無
所
避
。

【
史
料
一
】
は
、
能
登
国
に
来
着
し
た
渤
海
使
の
烏
須
弗
に
関
す
る
太
政
官
處

分
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
渤
海
使
は
、
日
本
の
求
め
る
入
京
の
条
件
を
満
た
し

て
い
な
い
と
報
告
し
た
た
め
（「
所
進
表
函
、違
例
无
礼
」）、入
京
は
許
さ
れ
ず
、

禄
と
帰
路
の
糧
を
支
給
さ
れ
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
史
料
後
半
部
よ
り
確

認
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
時
日
本
は
、
渤
海
に
対
し
て
「
旧
例
」
に
し
た
が
っ

て
大
宰
府
方
面
を
経
由
し
入
京
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
（【
史
料
一
】
②
）。

そ
し
て
、
こ
の
記
事
で
は
、
烏
須
弗
来
朝
以
前
に
「
此
道
」
を
経
由
し
て
来
朝

す
る
こ
と
を
禁
断
し
た
と
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
（【
史
料
一
】
①
）。
史
料
に

み
え
る
「
此
道
」
は
、「
北
路
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
北
路
が
具
体
的
に
ど
こ
を
示
す
か
に
つ
い
て
は
多
く
の
見
解
が
出
さ
れ
て

い
る（
六
）。
基
本
的
に
渤
海
使
は
、元
来
北
陸
や
出
羽
を
発
着
点
と
し
て
い
た（
古

畑
一
九
九
四
、二
〇
一
七
）。
こ
の
記
事
で
は
つ
ま
り
、
能
登
を
経
由
し
て
来
朝

す
る
こ
と
は
か
つ
て
禁
止
し
た
の
だ
か
ら
、
今
後
は
「
旧
例
」
で
あ
る
筑
紫
道

か
ら
来
朝
す
る
こ
と
を
求
め
伝
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
考
察
す
べ
き
は
、
そ
れ
か
ら
四
年
後
に
み
え
る
【
史
料
二
】
の
史
料

で
あ
る
。【
史
料
二
】
は
、
渤
海
使
の
史
都
蒙
に
対
す
る
存
問
使
の
尋
問
記
事

で
あ
る
。
史
料
に
よ
る
と
、
渤
海
使
の
史
都
蒙
一
行
は
、
越
前
国
江
沼
郡
と
加

賀
郡
に
来
着
し
て
、
加
賀
郡
に
安
置
さ
れ
る
。
こ
の
使
節
は
、
渤
海
国
王
后
の

喪
の
伝
達
と
光
仁
天
皇
の
即
位
祝
い
を
目
的
と
し
て
来
朝
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
史
料
を
み
る
と
渤
海
使
の
来
着
に
対
し
て
朝
廷
は
、
前
回
北
陸
道
経
由
の
来

朝
を
禁
止
し
て
大
宰
府
経
由
航
路
を
取
る
よ
う
に
命
じ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
違

反
し
た
と
し
て
咎
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（【
史
料
二
】
①
）。
そ
れ
に

対
し
て
史
都
蒙
は
、
南
海
府
吐
号
浦
か
ら
対
馬
を
目
指
し
て
き
た
が
、
航
海
中

に
風
に
遭
い
流
さ
れ
、禁
境
の
越
前
国
に
着
岸
し
た
と
述
べ
て
い
る（【
史
料
二
】

②
）。
結
果
的
に
こ
の
渤
海
使
は
、
入
京
を
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、【
史
料
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二
】
こ
の
時
も
前
回
と
同
様
に
大
宰
府
経
由
の
来
朝
を
要
求
す
る
状
況
で
あ
っ

た
が
、
現
実
的
に
渤
海
使
が
大
宰
府
経
由
の
経
路
を
利
用
し
来
朝
し
た
と
い
う

事
実
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、【
史
料
一
】
お
よ
び
【
史
料
二
】
か
ら
分
か
る

よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
七
八
〇
年
以
後
と
は
異
な
り
現
実
受
容
・
方
針
転
換
の

段
階
と
い
う
よ
り
も
、
北
路
利
用
制
限
の
段
階
で
あ
る
（
鄭
二
〇
一
五
）。

で
は
そ
の
後
、
経
路
変
更
等
の
改
善
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

示
す
史
料
が
次
の
【
史
料
三
】
で
あ
る
。

【
史
料
三
】『
続
日
本
紀
』巻
三
五
、宝
亀
十
年（
七
七
九
） 

十
一月
乙
亥（
九
日
）条

乙
亥 

勅
、検
校
渤
海
人
使
。「
押
領
高
洋
粥
等
、進
表
無
礼
。
宜
勿
令
進
。 

又
不
就
筑
紫
。 

巧
言
求
便
宜
。
加
勘
當
勿
令
更
然
。」

【
史
料
三
】
は
、
押
領
高
洋
粥
ら
渤
海
人
と
鉄
利
人
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
た
検

校
渤
海
人
使
の
勅
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。【
史
料
三
】
に
み
え
る
押
領
高
洋

粥
ら
は
、
軽
微
を
理
由
に
放
還
措
置
と
な
り
、
出
羽
国
に
安
置
さ
れ
る
。
こ
の

宝
亀
十
年
と
い
う
時
期
は
、
北
路
来
朝
禁
止
の
通
達
後
に
該
当
す
る
が
、【
史

料
三
】
下
線
部
分
よ
り
渤
海
が
筑
紫
を
通
る
ル
ー
ト
を
利
用
し
て
入
京
し
て

い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
、
同
時
に
非
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

事
実
、【
史
料
三
】
に
見
る
よ
う
に
、
通
達
後
も
渤
海
は
、
筑
紫
ル
ー
ト
を
利

用
せ
ず
来
朝
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、『
続
日
本
紀
』
巻
三
六
宝
亀

十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
戊
子
（
二
六
日
）
条
に
み
る
「
今
北
陸
道
、亦
供
蕃
客
」

と
い
う
内
容
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
渤
海
に
対
し
て
は
、
や
は
り
北
陸
道
に

来
朝
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

渤
海
が
続
け
て
筑
紫
ル
ー
ト
で
は
な
く
北
路
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
に
関
し
て

は
、
渤
海
と
日
本
の
位
置
関
係
や
、
渤
海
及
び
新
羅
両
国
関
係
等
の
現
実
的
問

題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
は
、
こ
の
よ
う
に
筑
紫
ル
ー

ト
を
取
っ
て
来
朝
す
る
現
実
が
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
筑
紫
ル
ー
ト
に
て
来

朝
す
る
こ
と
を
渤
海
に
対
し
求
め
て
い
た
。
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
日
本
は
、

北
路
来
朝
禁
止
の
通
達
を
出
し
、
渤
海
に
対
し
大
宰
府
（
筑
紫
）
ル
ー
ト
を
強

要
し
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
先
学
に
お
い
て
多
く
の
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
蝦
夷
へ
の
政
策
と
渤
海
へ
の
中
華
意
識
の
双
方
の

理
由
に
よ
り
日
本
が
下
し
た
判
断
で
あ
る
と
し
、
律
令
制
に
よ
る
政
策
と
い
う

見
解
を
否
定
し
た
見
解
（
石
井
二
〇
〇
一
）、
対
渤
海
交
易
活
動
へ
の
統
制
お

よ
び
掌
握
と
い
う
見
解
（
浅
香
一
九
七
八
）
こ
の
時
期
に
も
渤
海
使
は
安
置
さ

れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
ら
、
蝦
夷
を
回
避
し
た
と
い
う
よ
り
も
大
宰
府
へ
の

入
港
を
促
す
こ
と
に
眼
目
が
あ
り
、
渤
海
に
朝
貢
を
要
求
す
る
た
め
の
建
前
、

す
な
わ
ち
大
宰
府
難
波
津
経
由
に
朝
貢
入
京
路
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
格

を
付
与
す
る
見
解
（
赤
羽
目
二
〇
一
五
）、
出
羽
や
北
陸
に
は
外
交
使
節
を
迎

え
る
体
制
が
整
わ
な
い
の
で
接
客
や
入
国
管
理
が
で
き
る
大
宰
府
に
誘
導
し
た

と
い
う
見
解
（
鄭
二
〇
一
五
）、
ま
た
は
国
内
政
治
史
と
の
関
連
よ
り
、
藤
原

式
家
の
外
交
政
策
の
一
環
と
し
て
、
軍
事
関
係
と
の
緊
密
な
関
係
を
背
景
に
式

家
体
制
が
大
宰
府
を
重
視
し
た
結
果
と
み
る
見
解
（
浜
田
二
〇
一
七
）
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
宰
府
入
京
ル
ー
ト
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
渤
海

に
対
す
る
建
前
上
の
問
題
と
後
述
に
て
言
及
す
る
が
、
新
羅
に
対
応
す
べ
き
日

本
側
の
措
置
と
し
て
の
両
方
の
現
実
的
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

そ
の
な
か
で
も
、
鞠
智
城
の
問
題
を
考
え
る
中
で
留
意
す
べ
き
が
、
日
本
が

外
交
権
の
掌
握
・
管
理
を
目
指
し
た
、
い
わ
ば
外
交
ル
ー
ト
の
整
備
と
そ
れ
に

関
わ
る
軍
事
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
鞠
智
城
や
北
部
九
州
の
対
外

防
衛
の
問
題
を
考
察
す
る
際
、非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
に
大
宰
府
に
お
い
て
外
国
使
節
の
管
理
を
建
前
上
で
あ
っ
た
と
し
て

も
一
括
し
よ
う
と
試
み
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
大
宰
府
を
含
む
九
州
の
重
要
性
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は
高
ま
っ
た
と
把
握
で
き
、
大
宰
府
に
一
度
安
置
し
て
か
ら
入
京
さ
せ
る
と
い

う
中
央
集
権
的
な
入
京
管
理
を
目
指
し
た
外
交
権
の
掌
握
と
い
う
点
は
見
逃
せ

な
い
。
ま
た
、
大
宰
府
と
鞠
智
城
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鞠
智
城
の
転
換
期
を

迎
え
る
ま
で
は
、
お
互
い
連
動
す
る
よ
う
に
し
て
変
遷
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
当
初
か
ら
鞠
智
城
は
防
御
重
視
の
観
点
も
含
め
て
築
城
さ
れ
て
い

る
た
め
、
宝
亀
年
間
に
み
え
る
こ
の
よ
う
な
大
宰
府
で
の
変
化
と
関
連
し
て
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
な
ら
ば
、

直
接
言
及
す
る
文
献
史
料
は
な
い
も
の
の
や
は
り
宝
亀
年
間
に
大
宰
府
ま
た
は

鞠
智
城
に
お
い
て
も
対
外
意
識
の
希
薄
化
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）「
流
来
」
す
る
新
羅
人

こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
と
に
次
に
留
意
す
べ
き
変
化
が
、
宝
亀
年
間
を
契
機

と
し
て
頻
発
す
る
新
羅
流
民
等
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
具
体
的
に
こ
の
時

期
に
い
か
な
る
変
化
が
生
じ
る
の
か
。
宝
亀
年
間
に
入
る
と
、
以
前
に
は
見
ら

れ
な
い
①
「
流
來
新
羅
人
」
の
登
場
と
②
新
羅
・
渤
海
使
節
団
が
大
規
模
化
の

様
相
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、宝
亀
年
間
に
は
来
日
す
る
新
羅
・

渤
海
の
人
々
の
動
き
の
増
大
が
み
え
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
ま
ず
①
の
内
容

に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
確
認
す
べ
き
史
料
が
【
史
料
四
】【
史
料
五
】
で

あ
り
、こ
れ
は
新
羅
人
の
来
着
と
そ
れ
に
対
す
る
対
応
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

【
史
料
四
】『
続
日
本
紀
』巻
三
三
宝
亀
五
年（
七
七
四
）五
月
乙
夘（
十
七
日
）条

乙
夘
。
勅
大
宰
府
曰
。
比
年
新
羅
蕃
人
。
頻
有
來
著
。
尋
其
縁
由
。
多
非

投
化
。
忽
被
風
漂
。
無
由
引
還
留
爲
我
民
。
謂
本
主
何
。
自
今
以
後
。
如

此
之
色
。
宜
皆
放
還
以
示
弘
恕
。
如
有
船
破
及
絶
粮
者
。
所
司
量
事
。
令

得
歸
計
。

【
史
料
五
】『
類
聚
三
代
格
』
巻
一八
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
五
月
十
七
日
官
符

　

太
政
官
符　

　
　
　

応
大
宰
府
放
還
流
来
新
羅
人
事

右
被
内
大
臣
宣
侮
、
奉
勅
、
如
聞
、
新
羅
国
人
時
有
来
着
、
或
是
帰
化
、

或
是
流
来
。
凡
此
流
来
非
其
本
意
。
宜
毎
到
放
還
以
彰
弘
恕
。
若
駕
船
破

損
、
亦
無
資
粮
者
、
量
加
修
理
、
給
根
発
遣
。
但
帰
化
来
者
、
依
例
申
上
。

自
今
以
後
、
立
為
恒
例
。

　
　
　

宝
亀
五
年
五
月
十
七
日

【
史
料
四
】
は
、
宝
亀
五
年
五
月
の
大
宰
府
の
勅
に
み
る
史
料
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
新
羅
蕃
人
」
と
い
う
表
記
が
み
え
、
日
本
に
お
い
て
は
新
羅
を
「
蕃

国
」
と
位
置
づ
け
る
意
識
が
一
層
強
ま
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
、
こ
の
表
現
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
三
上
〇
七
）。

ま
た
【
史
料
五
】
は
、
当
時
の
新
羅
人
の
来
着
に
関
し
て
太
政
官
が
大
宰
府

に
勅
し
た
官
符
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
来
着
し
て
日
本
に
留

ま
る
新
羅
人
は
、
帰
化
で
は
な
く
漂
着
が
多
い
、
と
の
内
容
が
み
ら
れ
、
こ
の

【
史
料
五
】
は
、
新
羅
人
の
「
流
来
」
と
い
う
形
態
が
確
認
で
き
る
史
料
と
な

る
。
史
料
上
に
み
え
る
日
本
の
対
応
は
、
こ
の
よ
う
な
新
羅
人
に
対
し
て
は
、

必
要
な
船
や
食
料
を
支
給
し
て
帰
国
さ
せ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
の「
流
来
」

は
、
史
料
上
に
お
い
て
新
羅
と
の
関
係
の
な
か
で
新
た
に
確
認
で
き
る
語
句
で

あ
る
。「
流
来
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
流
来
」
を
本
意
で
は
な
い
漂
流
民
と

理
解
す
る
見
解
や
（
山
内
二
〇
〇
三
）、
単
な
る
漂
流
民
と
は
言
え
な
い
目
的

を
持
っ
て
来
日
し
た
新
羅
人
と
考
え
た
う
え
で
、
船
舶
の
修
理
、
食
料
支
給
が

必
要
な
い
人
々
の
存
在
も
確
認
で
き
る
と
の
見
解
が
あ
る
（
田
中
一
九
九
七
）。

し
た
が
っ
て
、
史
料
上
の
「
流
来
」
と
い
う
用
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
意
見

の
一
致
を
見
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
新
羅
の
「
流
来
」
と
い
う
形

流
来
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態
は
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
来
航
形
態
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
ま
た
、【
史
料
四
】
に
み
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
当
時
新
羅
人
の
来
着

が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
点
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
側
の
措

置
の
ひ
と
つ
と
し
て
【
史
料
五
】
に
見
え
る
よ
う
な
現
実
的
な
対
処
の
方
法
が

示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
の
制
約
に
よ
り
新
羅
人
に
対
す
る
事
例
を
検

討
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、
宝
亀
年
間
に
新
羅
人
の
来
着
が
恒
常
化
し
、

日
本
側
が
そ
の
対
策
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
日
本
は
、
頻
繁
に
来
着
す
る
新
羅
人
に
対
し
て
あ

る
一
定
の
対
策
を
施
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
対
外

意
識
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
も
う
ひ
と
つ
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
流
来
し
て
き
た
先
で
あ
る
新
羅
の
国
内
状
況
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
新
羅

か
ら
「
流
来
」
な
る
状
況
が
生
ま
れ
た
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し

た
が
っ
て
次
に
当
該
期
の
新
羅
国
内
情
勢
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
確
認

し
て
お
き
た
い
。
宝
亀
年
間
は
、
新
羅
で
は
恵
恭
王
代
に
相
当
す
る
時
期
で
あ

る
（
七
）。
こ
の
時
期
の
新
羅
国
内
は
、
中
代
か
ら
下
代
へ
の
移
行
期
と
重
な
り

時
代
的
転
換
に
伴
う
政
権
交
代
の
一
局
面
の
時
期
に
該
当
す
る
。
新
羅
下
代

の
創
始
者
た
ち
は
、「
上
古
の
復
帰
」
を
合
言
葉
に
貴
族
連
合
体
制
の
復
帰
を

目
指
し
（
李
基
白
一
九
七
四
）、
中
代
的
な
も
の
に
関
し
て
は
否
定
的
な
政
策

を
展
開
し
て
い
た
（
全
德
在
一
九
九
七
）。
ま
た
、
新
羅
で
は
こ
の
時
期
、『
三

国
史
記
』『
三
国
遺
事
』
だ
け
で
は
な
く
『
新
唐
書
』
か
ら
も
頻
発
す
る
反
乱

の
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
八
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
の
新
羅
は
、

不
安
定
な
社
会
状
況
に
あ
り
（
九
）、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先

学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
朴
海
鉉
二
〇
〇
三
、
김
선
숙
二
〇
〇
七
）。
こ

の
よ
う
に
こ
の
時
期
は
、
新
羅
が
国
内
的
に
安
定
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
時

期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
羅
の
国
内
混
乱
期
と
流
来
新
羅
人
の
時
期
は
一
致
す
る
。
以

上
の
よ
う
な
新
羅
の
国
内
状
況
を
背
景
と
し
て
考
慮
す
る
の
な
ら
ば
、
史
料
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
純
に
漂
着
し
た
新
羅
人
の
み
で
は
な
く
何
ら
か
の
目
的

を
持
ち
活
動
し
て
い
た
新
羅
人
も
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
流
来
す
る
新
羅
人

の
母
数
が
増
加
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
当
該
期
日
本
は
対
外
防
衛
と
い
う

現
実
的
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
と
考
え
る
。

（
三
）
新
羅
使
と
渤
海
使
の
大
規
模
化

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
来
航
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
際
に
、
も
う
ひ

と
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
問
題
が
、

新
羅
使
と
渤
海
使
の
大
規
模
化
で
あ

る
。
八
世
紀
中
ご
ろ
以
降
、
新
羅
、

渤
海
と
も
に
そ
の
使
節
団
の
規
模
は

大
き
く
な
っ
て
い
く
。
史
料
上
に
み

え
る
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
整

理
し
た
も
の
が
、
次
の<

表
一>

で

あ
る
。

<

表
一>

は
、『
続
日
本
紀
』
に

み
え
る
新
羅
使
及
び
渤
海
使
の
記
事

を
整
理
し
表
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
み
る
に
、
八
世
紀
中

ご
ろ
以
降
、
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る

新
羅
使
、
渤
海
使
の
来
航
人
数
が
増

加
す
る
。
前
述
に
お
い
て
、
宝
亀
年

<表一>新羅使・渤海使の人数編成
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間
に
来
着
す
る
流
来
の
新
羅
人
の
増
加
が
見
み
ら
れ
る
と
い
う
点
を
確
認
し
た

が
、<
表
一>

に
み
る
渤
海
使
の
来
航
状
況
を
み
る
と
そ
の
数
が
宝
亀
年
間

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
宝
亀
年
間
の
渤
海
使
に
関
し
て
は
、
渤
海

の
対
日
外
交
が
政
治
目
的
か
ら
経
済
目
的
へ
変
化
し
た
時
期
と
位
置
付
け
ら
れ

て
お
り（
石
井
二
〇
〇
一
）、規
模
の
変
化
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
は
、
宝
亀
年
間
に
お
い
て
新
羅
に
対
し
て
は
不
特
定
多
数
に

来
着
す
る
流
来
新
羅
人
、
渤
海
に
対
し
て
は
頻
発
す
る
渤
海
使
の
来
朝
に
伴
う

来
朝
経
路
の
問
題
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
外
情

勢
の
な
か
、
宝
亀
年
間
に
大
宰
府
及
び
九
州
の
重
要
性
は
増
し
た
こ
と
と
推
察

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宝
亀
年
間
に
お
い
て
日
本
は
、
流
来
新
羅
人
と
い
う

来
航
形
態
に
対
す
る
措
置
の
み
だ
け
で
は
な
く
、
渤
海
・
新
羅
使
節
団
の
大
規

模
化
と
い
う
双
方
の
問
題
を
背
景
に
、
来
航
す
る
人
々
の
増
大
へ
の
措
置
と
い

う
現
実
的
な
問
題
が
あ
っ
た
点
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

三
、
日
本
の
対
外
防
衛
措
置

（
一
）
宝
亀
の
縁
海
警
固
令

前
章
に
お
い
て
様
々
な
理
由
よ
り
宝
亀
年
間
に
は
日
本
の
縁
海
に
来
航
す
る

人
々
の
増
加
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
に
よ
り
大
宰
府
周
辺
の
重
要

性
も
上
が
っ
た
と
い
う
点
を
確
認
し
た
。
本
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
対

す
る
日
本
側
の
措
置
と
い
う
側
面
か
ら
対
外
防
衛
と
鞠
智
城
の
関
係
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
西
海
道
の
縁
海
警
固
問
題

で
あ
る
。
具
体
的
に
史
料
か
ら
宝
亀
年
間
に
み
え
る
縁
海
警
固
命
令
に
関
し
て

は
、
西
海
道
を
含
む
西
側
地
域
の
警
固
が
対
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
宝
亀
年
間
に
お
け
る
警
固
命
令
は
、
合
わ
せ
て
二
度
出
さ
れ
る
。
詳
し
い

内
容
に
つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
以
下
【
史
料
六
】【
史
料
七
】
に
て
確
認
で
き
る
。

【
史
料
六
】
は
、
宝
亀
年
間
警
固
命
令
一
度
目
で
、【
史
料
七
】
は
、
宝
亀
年
間

二
度
目
の
警
固
命
令
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
六
】『
続
日
本
紀
』
巻
三
六
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
丁
丑
（
十
五

日
）
条
（
宝
亀
警
固
命
令
一
度
目
）

丁
丑
。勅
、安
不
忘
危
、古
今
通
典
。宜
仰
縁
海
諸
國
、勤
令
警
固
。其
因
幡
、

伯
耆
、
出
雲
、
石
見
、
安
藝
、
周
防
、
長
門
等
國
、
一
依
天
平
四
年
節
度

使
從
三
位
多
治
比
眞
人
縣
守
等
時
式
、
勤
以
警
固
焉
。
又
大
宰
、
宜
依
同

年
節
度
使
從
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
時
式
。

【
史
料
七
】『
続
日
本
紀
』
巻
三
六
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
戊
子
（
二
六

日
）
条
（
宝
亀
警
固
命
令
二
度
目
）

戊
子
、
勅
曰
、
筑
紫
大
宰
僻
居
西
海
、
諸
蕃
朝
貢
、
舟
楫
相
望
。
由
是
、

簡
練
士
馬
、
精
鋭
甲
兵
、
以
示
威
武
、
以
備
非
常
。
今
北
陸
道
、
亦
供
蕃

客
、
所
有
軍
兵
、
未
曾
教
習
、
属
事
徴
發
、
全
無
堪
用
。
安
必
思
危
、
豈

合
如
此
。宜
准
大
宰
依
式
警
虞
。事
須
縁
海
村
邑
見
賊
來
過
者
、當
即
差
使
、

速
申
於
國
。
國
知
賊
船
者
、
長
官
以
下
急
向
國
衙
、
應
事
集
議
、
令
管
内

警
虞
且
行
且
奏
。〈
其
一
〉。
賊
船
卒
來
着
我
邊
岸
者
、
當
界
百
姓
、
執
隨

身
兵
、
并
齎
私
糧
走
赴
要
處
、
致
死
相
戰
、
必
待
救
兵
。
勿
作
逗
留
令
賊

乘
間
。〈
其
二
〉。
軍
所
集
處
、
預
立
標
榜
。
宜
量
地
勢
、
務
得
便
宜
。
兵

士
已
上
及
百
姓
便
弓
馬
者
、
量
程
遠
近
、
結
隊
分
配
。
不
得
臨
事
彼
此
雜

乱
。〈
其
三
〉。
戰
士
已
上
明
知
賊
來
者
、
執
隨
身
兵
、
兼
佩
飰
帒
、
發
所

在
處
、直
赴
本
軍
、各
作
軍
名
、排
比
隊
伍
、以
靜
待
動
、乘
逸
撃
勞
。〈
其

四
〉。
應
機
赴
軍
、國
司
已
上
皆
乘
私
馬
。
若
不
足
者
、即
以
驛
傳
馬
充
之
。

〈
其
五
〉。
兵
士
白
丁
赴
軍
、
及
待
進
止
。
應
給
公
粮
者
、
計
自
起
家
五
日

乃
給
。
其
閑
處
者
給
米
、
要
處
者
給
糒
。〈
其
六
〉。

ま
ず
【
史
料
六
】
に
よ
る
と
、
因
幡
、
伯
耆
、
出
雲
、
石
見
、
安
芸
、
周
防
、
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長
門
そ
し
て
大
宰
（
西
海
道
）
が
警
固
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
六
】
の
内
容
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
合
わ
せ
て
確
認
す
べ
き
史
料
が

天
平
四
年
（
七
三
二
）
八
月
の
東
海
・
東
山
二
道
節
度
使
（
藤
原
房
前
）、
山

陰
道
節
度
使
（
多
治
比
県
守
）、
西
海
道
節
度
使
（
藤
原
字
合
）
が
任
命
さ
れ

る
記
事
で
あ
る
（
十
）。
こ
の
節
度
使
は
任
務
の
終
了
に
伴
い
、同
六
年
（
七
三
四
）

四
月
に
停
止
さ
れ
る
が
（
十
一
）、
山
陰
道
節
度
使
と
西
海
道
節
度
使
の
任
務
は
、

新
羅
を
意
識
し
た
防
衛
体
制
の
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
東
海
・
東
山
二
道
節
度
使
の
任
務
は
、
西
方
で
緊
急
事
態
が
発
生

し
た
際
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
目
的
に
あ
っ
た
と
の
意
見
が
示
さ

れ
て
い
る
（
五
十
嵐
二
〇
一
四
）。
天
平
四
年
（
七
三
二
）
八
月
に
み
え
る
遣

唐
使
及
び
節
度
使
任
命
記
事
で
、
山
陽
道
の
節
度
使
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
山
陽
道
の
警
固
を
専
担
す
る
節
度

使
は
不
在
で
あ
り
、【
史
料
六
】
七
八
〇
年
の
時
点
に
な
っ
て
初
め
て
山
陽
道

の
国
々
に
対
し
て
法
的
根
拠
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま

で
の
対
外
防
衛
は
、
西
海
道
が
正
面
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、【
史
料
六
】

を
契
機
と
し
て
山
陰
道
も
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ

は
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
（
五
十
嵐
二
〇
一
四
、
鄭
二
〇
一
五
）。

ま
た
、【
史
料
七
】
は
、
ど
の
よ
う
に
警
固
す
べ
き
な
の
か
、
そ
の
内
容
と

規
定
を
示
し
た
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
【
史
料
六
】
の
内
容
に
付
随
さ
れ
る
形

で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
記
事
の
中
で
六
条
の
規
定
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
史
料
上
に
見
ら
れ
る
規
定
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
、

①
賊
船
の
来
航
時
に
お
け
る
縁
海
村
の
人
々
の
報
告
の
義
務
②
賊
船
が
着
岸
し

た
場
合
に
お
け
る
住
民
の
対
応
に
関
す
る
規
定
③
軍
隊
の
集
合
場
所
と
編
成
方

法
の
在
り
方
④
戦
士
以
上
の
者
の
集
合
及
び
応
戦
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
⑤
国

司
以
上
の
者
が
戦
闘
に
赴
く
場
合
の
乗
用
馬
の
規
定
⑥
兵
士
、
白
丁
が
戦
闘
に

赴
く
際
の
公
糧
支
給
の
規
定
事
項
の
六
条
で
あ
る
。
こ
の
六
条
に
関
し
て
は
、

【
史
料
六
】
の
「
安
不
忘
危
、
古
今
通
典
」
や
【
史
料
七
】
の
「
安
必
思
危
、

豈
合
如
此
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
平
常
時
に
こ
そ
危
機
に
備
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
事
実
を
強
調
し
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
縁
海
諸
国
に
厳

重
な
警
戒
態
勢
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
よ

う
と
す
る
強
い
意
志
が
表
明
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る（
鄭
二
〇
一
五
）。こ
れ
は
、

宝
亀
年
間
の
対
外
防
衛
意
識
を
考
え
る
際
に
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
当
該
期
大
宰
府
で
は
、
前
章
の
内
容
と
合
わ
せ
、
よ
り
厳
重
な
来
航
資

格
の
審
査
と
い
う
現
実
的
な
問
題
に
対
応
す
る
日
本
側
の
措
置
が
必
要
に
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
下
さ
れ
た
の
が
宝
亀
十
一
年
の
縁
海
警
固
命
令
で
あ
り
、
警
固
令

と
新
羅
使
節
の
来
航
状
況
は
密
接
に
連
動
す
る
と
の
指
摘
（
鄭
二
〇
一
五
）
は

見
逃
せ
な
い
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、新
羅
の
国
内
状
況
を
鑑
み
る
の
で
あ
れ
ば
、

日
本
は
現
実
的
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
ほ
ど
の
状
況
で
あ
っ
た
と
理
解
し
た
い
。

（
二
）
四
天
王
寺
と
鎮
護
国
家

前
節
で
は
、
警
固
命
令
と
い
う
観
点
か
ら
当
該
期
の
防
衛
意
識
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
。
そ
れ
で
は
、
防
衛
意
識
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
別
の
角
度
か
ら
も

考
察
を
加
え
た
い
。
し
た
が
っ
て
本
節
で
は
、
大
宰
府
の
防
衛
と
い
う
問
題
に

焦
点
を
あ
て
、
関
連
す
る
そ
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
八
世
紀
末
の

防
衛
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
際
、
重
要
な
の
が
大
宰
府
四
王
寺
の
問
題
で

あ
る
。
西
海
道
に
お
い
て
の
四
王
寺
創
建
は
、史
料
よ
り
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）

を
初
端
と
す
る
（
十
二
）。
大
宰
府
四
王
寺
跡
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま

で
全
く
遺
物
の
散
布
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
山
頂
近
く
の
毘
沙
門
（
通
称
、鼓
峰
）

の
頂
部
周
辺
で
は
八
世
紀
後
半
頃
の
遺
物
が
採
取
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
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遺
構
の
形
成
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
（
山
村
一
九
九
八
、二
〇
〇
七
）、
こ

れ
は
文
献
の
年
季
と
も
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
大
宰
府
に
み
え
る
四
天
王
寺

は
、
新
羅
・
新
羅
人
と
の
緊
張
関
係
を
背
景
に
鎮
護
国
家
を
目
的
と
し
て
創
建

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
宰
府
の
四
天
王
法
に
つ
い
て
詳
し
い
記
事
が

次
の
【
史
料
八
】
で
あ
る
。

【
史
料
八
】『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
三
月
三
日
官
符

太
政
官
符

応
奉
造
四
天
王
寺
捻
像
四
躯
事
〈
各
高
六
尺
〉

右
被
内
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
宣
偁
、
奉
勅
、
如
聞
新
羅
兇
醜
不
顧
恩
義
、
早

懐
毒
心
常
為
叩
几
咀
、
仏
神
難
証
慮
或
報
応
。
宜
令
大
宰
府
直
新
羅
国
高
顕
浄

地
奉
造
件
像
攘
却
其
災
。
仍
請
浄
行
僧
四
口
、
各
当
像
前
、
一
事
以
上
依
最
勝

王
経
四
天
王
護
国
品
、
日
読
・
経
王
、
夜
請
神
兄
。
但
春
秋
二
時
別
一
七
日
、

弥
益
精
進
依
法
修
行
。
仍
監
已
上
一
人
専
」
当
其
事
。
其
僧
別
法
服
、
麻
袈
裟

蔭
脊
各
一
領
、
麻
裳
施
綿
袴
各
一
腰
、
施
綿
襖
子
杉
各
一
領
、
機
菲
各
一
両
、

布
施
絶
一
疋
、
綿
三
屯
、
布
二
端
、
供
養
布
施
並
用
庫
物
及
正
税
。
自
今
以
後
、

永
為
恒
例
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
亀
五
年
三
月
三
日

【
史
料
八
】
は
、
大
宰
府
に
お
い
て
の
具
体
的
な
四
天
王
法
の
内
容
に
つ
い
て

示
し
た
太
政
官
の
勅
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
大
宰
府
の
四
王
院
は
、
新
羅
と

の
敵
対
的
関
係
を
背
景
に
国
家
鎮
護
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
四
天
王
法
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
僧
四
人

が
、
四
天
王
の
各
像
の
前
で
『
最
勝
王
経
』「
四
天
王
護
国
品
」
に
よ
っ
て
、

昼
は
経
巻
を
読
み
、
夜
は
神
究
を
諦
す
。
ま
た
、
春
秋
の
四
天
王
修
法
に
つ
い

て
は
、
行
う
べ
き
事
項
で
あ
り
、
供
養
の
布
施
は
、
大
宰
府
の
庫
物
な
ら
び
に

正
税
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
規
定
が
記
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
数
量
も

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
宰
府
四
天
王
寺
（
四
王
寺
）
は
、
大
宰
府
政
庁
跡
の

背
後
に
横
た
わ
る
四
天
王
山
に
位
置
し
て
い
る
。
大
野
城
内
の
「
高
顕
浄
地
」

な
場
所
と
し
て
四
天
王
山
北
西
の
最
高
所
で
あ
る
鼓
峯
が
選
ば
れ
、
そ
こ
に
四

天
王
寺
が
建
立
さ
れ
、
堂
内
に
は
四
天
王
像
が
安
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
野
城

内
に
は
、
北
西
の
最
高
所
に
毘
沙
門
天
、
東
に
持
国
天
、
南
に
増
長
天
、
南
西

に
広
目
天
の
地
名
が
残
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
峰
に
尊
像
が
配
さ
れ
、
当

初
か
ら
鼓
峯
の
一
所
に
四
天
王
像
が
揃
っ
て
安
置
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
べ
き

で
あ
る
（
九
州
歴
史
資
料
館
二
〇
一
五
）。

ま
た
、【
史
料
八
】
に
み
え
る
「
懐
毒
心
常
為
兄
咀
」「
撰
却
其
災
」
に
関
し

て
は
、
新
羅
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
疫
病
を
指
す
の
で
は

あ
る
ま
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
三
上
二
〇
〇
七
）。
こ
れ
に
よ
る <図二>大宰府四天王寺と出土遺物の位置
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と
宝
亀
年
間
で
も
特
に
四
天
王
寺
が
創
建
さ
れ
た
宝
亀
五
年
は
（
十
三
）、
疫
病

に
悩
ま
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
三
上
二
〇
〇
七
）。
具
体
的

に
は
、
大
宰
府
に
対
し
て
の
直
接
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
続
日
本

紀
』
宝
亀
五
年
四
月
己
卯
（
一
一
日
）
条
に
て
、
天
下
諸
国
で
疾
疫
除
災
の
た

め
に
摩
詞
般
若
波
羅
密
多
経
を
念
請
せ
よ
と
の
勅
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
大
宰

府
の
四
天
王
院
と
時
期
を
同
じ
に
す
る
た
め
、
関
連
性
が
示
唆
さ
れ
る
（
三
上

二
〇
〇
七
）。

そ
し
て
こ
の
四
王
院
の
存
在
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
新
羅
で
は
こ
れ
よ
り
も

早
い
七
世
紀
の
段
階
（
十
四
）
で
四
天
王
寺
を
造
営
し
（
十
五
）、
四
天
王
法
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
史
料
よ
り
確
認
で
き
る
。
新
羅
の
対
外
政
策
と
四
天
王
寺
の
造

営
に
つ
い
て
は
（
十
六
）、『
三
国

遺
事
』
巻
二
、
文
虎
王
法
敏
条

に
て
確
認
で
き
る
。

【
史
料
九
】『
三
国
遺
事
』巻
二
、

文
虎
王
法
敏
条

（
前
略
）
時
唐
之
游
兵
諸

将
兵
有
留
鎮
而
将
謀
襲
我

者
王
覺
之
發
兵
之
。 
明

年
髙
宗
使
召
仁
問
等
讓
之

曰
、
爾
請
我
兵
以
滅
麗
害

之
何
耶
。
乃
下
圎
扉
、
錬

兵
五
十
万
以
薛
邦
爲
帥
欲

伐
新
羅
。
時
義
相
師
西
學

入
唐
來
見
仁
問
、｠

仁
問
以

事
諭
之
。｠

相
乃
東
還
上

聞
、
王
甚
憚
之
、
㑹
群
臣
問
防
禦
䇿
。
角
干
金
天
尊
奏
曰
、
近
有
明
朗
法

師
入
龍
宫
傳
秘
法
以
來
、
請
詔
問
之
。
朗
奏
曰
、
狼
山
之
南
有
神
逰
林
、

創
四
天
王
寺
於
其
地
、
開
設
道
塲
則
可
矣
。
時
有
貞
州
使
走
報
曰
、
唐
兵

無
數
至
我
境
迴
槧
海
上
。
王
召
明
朗
曰
、
事
已
逼
至
如
何
。
朗
曰
、
以
彩

帛
假
搆
冝
矣
、
乃
以
彩
帛
營
寺
、
草
搆
五
方
神
像
、
以
瑜
珈
明
僧
十
二
貟

明
朗
爲
上
首
、
作
文
豆
婁
秘
密
之
法
、
時
唐
羅
兵
未
交
接
風
濤
怒
起
、
唐

舡
皆
没
於
水
。
後
攺
刱
寺
名
四
天
王
寺
、 

至
今
不
墜
壇
席
。

【
史
料
九
】
に
み
え
る
説
話
に
は
、
架
空
の
名
前
や
誇
張
さ
れ
た
唐
軍
の
数
な

ど
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

説
話
が
誕
生
し
た
背
景
と
し
て
は
、
当
時
新
羅
人
が
文
豆
婁
法
を
示
し
て
建
立

し
た
四
天
王
寺
に
よ
り
唐
軍
が
敗
北
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
記
事
で
あ

る
点
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
内
容
か
ら
、
当
時
四
天
王
寺
は
、

新
羅
人
た
ち
に
と
っ
て
羅
唐
戦
争
の
勝
利
を
引
き
寄
せ
た
最
高
の
精
神
的
な
帰

依
処
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（
尹
善
泰
二
〇
一
五
）。つ
ま
り
、

こ
の
新
羅
の
四
天
王
法
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
て
も
極
め
て
反
唐
的
性

格
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
な
四
天
王
寺
を
建
立
し
た
目
的
に
、
唐
の
侵
入
を
仏
暦
（
佛
力
）
に
よ
っ
て

倒
す
た
め
に
建
立
し
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
文
武
王
の
意
図
が
当
時
の
新
羅

人
た
ち
に
効
果
的
に
浸
透
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
尹
善
泰
二
〇
一
五
）。

そ
し
て
こ
の
「
四
天
王
護
国
品
」
と
は
、「
隣
国
怨
敵
」
が
四
兵
を
具
し
境

界
を
侵
犯
し
て
、
諸
所
の
災
変
ま
た
は
疫
病
が
発
生
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
経

典
の
力
で
未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大

宰
府
に
建
立
さ
れ
た
四
天
王
寺
に
お
い
て
も
、
四
天
王
が
国
土
の
東
西
南
北
を

護
持
す
る
神
で
あ
る
と
す
る
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
（
三
上
二
〇
一
七
）。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、新
羅
の
四
天
王
寺
も
『
金

<図三>四天王寺と狼山（狼山の南が四天王寺址）
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光
明
経
』
の
「
四
天
王
護
国
品
」
を
基
礎
と
し
て
お
り
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

近
年
新
羅
の
四
天
王
像
と
新
羅
の
護
国
信
仰
に
つ
い
て
は
、
王
京
の
東
西
南
北

に
位
置
す
る
王
室
関
係
の
成
典
寺
院
と
「
四
天
王
像
」
に
は
関
連
が
あ
る
と
い

う
新
た
な
共
通
点
が
示
さ
れ
た
（
임
영
애
二
〇
一
一
）。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う

な
新
羅
の
四
天
王
像
は
、
四
天
王
寺
に
由
来
し
た
こ
と
を
初
端
と
し
て
本
格
的

に
王
京
の
四
方
に
位
置
す
る
成
典
寺
院
に
配
置
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
王
京
だ
け
で
は
な
く
新
羅
全
域
を
守
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と

把
握
し
て
お
り
（
임
영
애
二
〇
一
一
）、
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。

ま
た
新
羅
王
京
に
お
け
る
四
天
王
寺
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、『
三
国
史

記
』
職
官
志
に
よ
る
と
、
四
天
王
寺
は
職
官
志
の
配
列
ま
た
は
官
府
の
官
職
名

称
等
か
ら
七
つ
の
成
典
の
な
か
で
一
番
優
位
に
表
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
四
天
王
寺
が
中
代
に
国
家
か
ら
一
番
良
い
待
遇
を
受
け
た
公
寺
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
金
在
庚
一
九
九
二
）。

こ
の
よ
う
な
点
よ
り
四
天
王
寺
を
重
視
し
て
新
羅
中
代
に
は
、
国
統
も
四
天
王

寺
に
居
住
す
る
と
み
る
見
解
も
あ
る
（
李
泳
鎬
一
九
八
三
）。

こ
の
よ
う
に
、
新
羅
に
お
い
て
は
対
外
的
に
は
唐
を
、
日
本
の
場
合
は
新
羅

を
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
は
新
羅
、
日
本
ど
ち
ら
に
お
い
て
も

四
方
を
意
識
し
守
備
す
る
と
い
う
護
国
信
仰
の
在
り
方
が
み
て
と
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、大
宰
府
の
四
天
王
寺
造
営
を
東
ア
ジ
ア
的
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

新
羅
と
同
様
に
対
自
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
新

羅
と
日
本
の
四
天
王
寺
を
背
景
と
す
る
護
国
信
仰
と
防
衛
意
識
の
関
連
に
つ
い

て
は
、
詳
細
な
比
較
検
討
が
多
く
は
な
い
た
め
に
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、
宝
亀
年
間
の
大
宰
府
で
は
、
四
天
王
寺
の

創
建
を
背
景
と
し
て
鎮
護
国
家
を
目
的
と
し
た
護
国
信
仰
に
よ
る
対
外
防
衛
の

気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
怡
土
城
の
防
衛
対
象
と
肥
前

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
設
定
し
た
時
期
に
お
い
て
は
相
対
的
に
対
外
防
衛

の
意
識
は
高
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
当
該
期
の
鞠

智
城
の
防
衛
問
題
に
関
し
て
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
的
に
八
世
紀

の
対
外
防
衛
は
、
古
代
山
城
と
の
関
係
が
希
薄
化
し
、
沿
岸
部
に
重
点
を
置
い

た
体
制
に
移
行
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
沿
岸
部
を
突
破
さ

れ
た
場
合
に
廃
城
と
な
っ
た
古
代
山
城
を
活
用
し
た
可
能
性
は
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
鞠
智
城
も
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と

の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
（
五
十
嵐
二
〇
一
五
）、
こ
の
点
に
関
し
て
は
更
な

る
考
察
が
求
め
ら
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
背
景
と
し
て
鞠
智
城
と
八
世
紀
の
対
外

防
衛
意
識
と
古
代
山
城
の
結
節
点
と
し
て
の
怡
土
城
に
範
囲
を
広
げ
考
察
を
終

え
た
い
。
怡
土
城
を
考
察
す
る
理
由
と
し
て
は
、
古
代
山
城
の
活
用
と
い
う
観

点
で
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
八
世
紀
中
葉
に
国
際
関
係
の
変
化
の
中
で
沿
岸
部

に
築
城
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
怡
土
城
の
存
在
は
見
逃
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。

怡
土
城
の
築
城
は
、
七
世
紀
末
の
築
城
で
は
な
く
、
八
世
紀
中
葉
で
あ
る
。
怡

土
城
は
一
般
的
に
、
新
羅
征
討
計
画
の
立
案
に
伴
い
、
そ
の
対
応
の
一
環
と
し

て
福
岡
県
糸
島
市
に
七
五
六
年
か
ら
七
六
八
年
の
期
間
で
築
城
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
（
十
七
）。
ま
た
、
史
料
上
で
怡
土
城
の
築
城
を
担
当
し
た
と
さ
れ
る
吉

備
真
備
と
佐
伯
今
毛
人
は
、
共
通
し
て
肥
前
守
に
任
じ
ら
れ
、
こ
の
背
景
に
は

日
本
と
新
羅
と
の
関
係
悪
化
に
伴
う
肥
前
地
方
の
特
別
な
事
情
が
潜
ん
で
い
た

と
の
指
摘
が
あ
る
（
向
井
二
〇
一
七
、
瓜
生
二
〇
一
八
）。
特
に
怡
土
城
に
関

し
て
は
、
対
外
防
衛
意
識
の
み
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
肥
前
国
を
特

別
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
長
一
九
八
六
）。
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<図四>怡土城の位置と周辺遺跡
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で
は
さ
ら
に
論
考
を
進
め
こ
の
肥
前
と
い
う
場
所
を
、
対
外
防
衛
と
い
う
側
面

で
把
握
し
よ
う
と
す
る
場
合
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

肥
前
国
の
特
に
値
嘉
島
や
松
浦
郡
と
い
う
場
所
は
、
九
世
紀
以
降
の
史
料
に

も
新
羅
海
賊
の
来
襲
地
と
し
て
対
外
関
係
と
の
な
か
で
確
認
で
き
る
（
十
八
）。
こ

の
史
料
は
、
貞
観
年
間
に
新
羅
と
日
本
の
関
係
が
悪
化
し
て
、
さ
か
ん
に
新
羅

海
賊
が
来
襲
す
る
こ
と
か
ら
肥
前
国
松
浦
庇
羅
と
値
嘉
島
の
両
郷
を
も
っ
て
二

郡
を
た
て
て
、
新
し
い
行
政
区
間
と
し
て
の
「
値
嘉
島
」
を
設
置
す
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
貞
観
年
間
に
頻
発
す
る
新
羅
海
賊
と
の
関
連
記

事
と
し
て
言
及
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
記
事
の
な
か
に
見
え

る
「
大
唐
新
羅
人
来
者
、
本
朝
入
唐
使
等
、
莫
不
経
歴
此
島
」
と
い
う
箇
所
で

あ
る
。
史
料
に
よ
る
と
、
唐
、
新
羅
人
の
来
着
者
及
び
入
唐
使
等
の
な
か
で
こ

の
島
を
経
歴
し
な
い
も
の
は
い
な
い
。
と
あ
り
、
従
来
か
ら
こ
の
場
所
に
頻
繁

に
漂
着
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
記
事
自
体
は
、
貞
観
年

間
の
記
事
で
あ
る
た
め
、
検
討
し
て
き
た
時
代
に
比
べ
や
や
時
代
は
下
る
が
、

当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
貞
観
以
前
の
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
の

な
か
で
は
、
時
系
列
に
関
し
て
の
言
及
は
な
く
、『
日
本
三
代
実
録
』
以
前
の

史
料
で
は
、
漂
着
地
に
関
し
て
「
大
宰
府
管
内
」
と
い
う
表
記
が
目
立
つ
と
い

う
特
徴
が
あ
り
、
漂
着
場
所
の
具
体
的
特
定
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
大
宰
府
管
内
」
に
は
肥
前
も
含
ま
れ
る
と
の
指
摘

が
あ
り
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
三
月
九
日
条
の
記
事
も
手
伝
い
、

そ
れ
以
前
か
ら
恒
常
的
に
漂
着
の
多
い
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
瓜
生

二
〇
一
八
）。
注
目
す
べ
き
が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
漂
着
等
の
偶
発
的
な

理
由
だ
け
で
は
な
く
能
動
的
な
理
由
に
も
所
以
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

見
解
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、肥
前
地
域
と
新
羅
（
朝
鮮
半
島
）
と
の
間
に
は
、

密
接
な
関
係
が
あ
り
、
小
近
島
を
含
む
肥
前
地
方
沿
岸
部
の
海
人
た
ち
は
、
縄

文
時
代
以
来
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
に
携
わ
り
、
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
が
悪
化

す
る
と
有
明
海
沿
岸
の
豪
族
は
「
有
明
ル
ー
ト
」
を
介
し
、
朝
鮮
半
島
側
と
の

関
係
を
密
に
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
（
瓜
生
二
〇
一
八
）。

つ
ま
り
、
新
羅
と
の
関
係
で
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
く
、
対
羅
関
係
が
悪
化
す

る
と
新
羅
側
に
内
応
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
と

し
て
は
、
藤
原
広
嗣
の
乱
に
お
け
る
値
嘉
島
の
人
々
の
反
政
府
的
行
動
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
み
る
土
蜘
蛛
伝
承
（
反
政
府
分

子
）
と
関
連
す
る
。『
肥
前
国
風
土
記
』
の
土
蜘
蛛
伝
承
に
見
ら
れ
る
土
蜘
蛛

は
松
浦
郡
や
彼
杵
郡
を
は
じ
め
と
す
る
「
海
人
」
を
指
し
て
い
て
、
肥
前
の
土

蜘
蛛
と
大
隅
・
薩
摩
の
隼
人
を
つ
な
ぐ
線
は
『
風
土
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
小
近
島
の
神
ノ
崎
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
地
下
式
板
石
積
石
室
の
分

布
（
小
値
賀
町
教
育
委
員
会
一
九
八
四
）
に
よ
り
両
者
に
は
接
点
が
あ
り
、
発

掘
報
告
結
果
よ
り
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
小
近
島
の
海
人
は
、
南

は
薩
摩
、北
は
対
馬
、朝
鮮
半
島
と
海
路
を
通
じ
て
交
流
を
行
っ
た
と
す
る
（
瓜

生
二
〇
一
八
）。
こ
の
よ
う
な
航
路
を
背
景
に
、
肥
前
の
勢
力
が
朝
鮮
半
島
と

の
間
を
媒
介
す
る
個
別
の
ル
ー
ト
を
所
有
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、 

鞠
智
城

と
の
関
連
を
考
え
る
際
に
も
、
肥
前
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
勢
力
の

存
在
は
重
要
に
な
る
。
こ
れ
は
、
大
宰
府
と
鞠
智
城
お
よ
び
九
州
南
部
勢
力
と

関
連
し
て
鞠
智
城
を
考
え
る
際
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
怡
土
城
は
、
新
羅
征
討
計
画
を
契
機
と
し
て
築
城
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
対
外
要
因
の
み
に
対
応
す
る
た
め
の
設
置
場
所
ば
か
り
と
は
い
え

ず
、
対
国
内
要
因
（
対
筑
紫
政
策
）、
ま
た
は
こ
の
論
を
受
け
継
ぐ
の
な
ら
ば
、

伝
統
的
に
「
有
明
ル
ー
ト
」
を
有
し
て
い
た
勢
力
も
意
識
し
た
位
置
関
係
で
の

築
城
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
怡
土
城
は
大
宰
府
の
西
側
を
守
る
軍
事
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的
要
塞
か
つ
肥
前
地
域
（
小
近
島
も
含
む
）
の
不
穏
な
動
向
を
察
知
し
、
睨
み

を
き
か
す
絶
好
の
軍
事
拠
点
で
あ
っ
た
（
前
原
市
教
育
委
員
会
二
〇
〇
六
）
と

い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
複
合
的
な
目
的
を
も
つ
軍
事
拠
点
と
し
て
の

城
の
在
り
方
は
、
八
世
紀
中
葉
以
降
の
鞠
智
城
の
山
城
経
営
の
在
り
方
と
合
致

す
る
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
八
世

紀
中
葉
以
降
、
特
に
宝
亀
年
間
に
お
い
て
は
、
七
世
紀
末
と
は
異
な
る
新
た
な

背
景
を
も
っ
て
対
外
防
衛
意
識
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
い
。
そ
の
た
め
鞠
智
城
も
対
外
防
衛
の
側
面
に
お
い
て
は
、
大
宰
府
や
怡

土
城
の
動
き
と
連
動
し
つ
つ
防
衛
に
備
え
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と

考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
地
理
的
背
景
や
、
七
世
紀
末
と
九
世
紀
に
比
べ
対
外
防

衛
の
濃
淡
は
あ
る
と
思
わ
れ
緊
急
を
要
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
当
該
期
の
防
衛
意
識
の

在
り
方
は
、
ひ
と
え
に
対
外
防
衛
だ
け
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
事
実
、
中
央
の
要
請
と
周
辺
の
社
会
権
力
構
造
に
対
応
す
る
形
で

鞠
智
城
は
機
能
変
遷
を
行
い
維
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
世
紀
の

中
葉
以
降
あ
る
一
定
の
緊
張
関
係
が
大
宰
府
を
筆
頭
に
九
州
に
は
存
在
し
て
い

た
点
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
お
わ
り
に
ー
本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
と
展
望
―

以
上
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
Ⅲ
期
及
び
Ⅳ
期
八
世
紀
第
４
四
半
期
に
焦
点
を
あ

て
、
鞠
智
城
の
長
期
経
営
意
義
と
変
遷
、
そ
し
て
防
衛
意
識
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
て
き
た
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
直
接
鞠
智
城
と
の
対
外
防
衛
に
関
す
る
史
料

は
み
え
な
い
も
の
の
、
日
本
の
お
か
れ
た
国
際
状
況
に
よ
り
、
防
衛
意
識
の
高

ま
り
が
み
え
る
時
期
で
あ
り
、鞠
智
城
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
結
論
付
け
た
。

で
は
こ
の
よ
う
な
視
座
に
よ
り
、具
体
的
に
い
か
な
る
知
見
が
得
ら
れ
る
の
か
、

本
稿
の
論
点
を
以
下
に
整
理
し
結
び
と
し
た
い
。

一
点
目
に
、「
北
路
禁
断
」
に
み
る
日
本
の
対
応
は
、
大
宰
府
に
お
い
て
外

国
使
節
の
管
理
を
建
前
上
で
あ
っ
た
と
し
て
も
一
括
し
よ
う
と
試
み
た
と
す
る

な
ら
ば
、
大
宰
府
を
含
む
九
州
の
重
要
性
は
高
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
初

か
ら
鞠
智
城
は
防
御
も
重
視
し
、
築
城
さ
れ
て
い
る
た
め
、
宝
亀
年
間
に
み
え

る
こ
の
よ
う
な
大
宰
府
で
の
変
化
と
関
連
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
当
時

期
に
鞠
智
城
に
お
い
て
も
対
外
意
識
の
希
薄
化
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

二
点
目
に
、
新
羅
の
国
内
混
乱
期
と
流
来
新
羅
人
の
時
期
は
一
致
す
る
。
ま

た
鞠
智
城
で
も
変
遷
を
見
せ
だ
す
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
背
景
と
し

考
慮
す
る
な
ら
、
流
来
す
る
新
羅
人
の
増
加
や
使
節
団
の
増
加
で
来
航
数
の
母

数
が
増
加
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
た
め
、
当
該
期
日
本
は
対
外
防
衛
と
い

う
現
実
的
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
と
い
え
る
。

三
点
目
に
、
警
固
令
と
新
羅
使
節
の
来
航
状
況
は
密
接
に
連
動
す
る
と
の
指

摘
は
重
要
で
、
大
宰
府
の
四
天
王
寺
造
営
を
東
ア
ジ
ア
的
観
点
か
ら
考
え
る
な

ら
ば
、
新
羅
と
同
様
に
日
本
の
場
合
も
対
自
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
把
握
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
新
羅
と
日
本
の
四
天
王
寺
を
背
景
と
す
る
護
国
信
仰
と
防

衛
意
識
が
背
景
に
あ
る
と
す
る
と
、
宝
亀
年
間
の
大
宰
府
で
も
鎮
護
国
家
を
目

的
と
し
た
護
国
信
仰
に
よ
る
対
外
防
衛
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

最
後
に
、
八
世
紀
の
防
衛
施
設
と
し
て
怡
土
城
の
複
合
的
な
目
的
を
も
つ
軍

事
拠
点
と
し
て
の
城
の
在
り
方
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
八
世
紀
中
葉
以
降

の
鞠
智
城
の
山
城
経
営
の
在
り
方
と
合
致
す
る
側
面
が
あ
り
、
対
外
防
衛
の
在

り
方
と
し
て
大
宰
府
、
怡
土
城
も
含
め
た
周
辺
地
域
勢
力
と
の
か
か
わ
り
の
中

で
鞠
智
城
の
対
外
防
衛
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
解
明
で
き
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
今
後
、
八
世
紀
中
葉
以
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降
の
九
州
所
在
の
防
衛
施
設
と
対
外
防
衛
意
識
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
よ
り
相

互
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

付
記
：
本
研
究
は
、
令
和
元
年
度
（
二
〇
一
九
年
度
）
鞠
智
城
跡
「
特
別
研

究
」
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

註（
一
）
現
在
報
告
さ
れ
て
い
る
時
代
区
分
に
対
し
て
の
時
代
ご
と
の
特
徴
は
、
次
の
通

り
で
あ
る
。
Ⅲ
期
：
城
の
転
換
期
に
あ
た
り
管
理
棟
的
建
物
群
は
そ
の
ま
ま
存

続
す
る
も
の
の
、
掘
立
柱
の
総
柱
建
物
が
礎
石
建
物
に
建
て
替
わ
る
。
施
設
の

耐
久
性
向
上
が
図
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
土
器
の
出
土
が

皆
無
に
等
し
く
最
低
限
の
人
員
が
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
城
の
管
理
・
運
営
に
変

化
が
生
じ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
Ⅳ
期
八
世
紀
第
４
四
半
期
：
管
理
棟
的

建
物
群
の
消
失
、
池
機
能
の
低
下
な
ど
が
生
じ
る
一
方
、
礎
石
建
物
が
大
型
化

す
る
な
ど
食
糧
の
備
蓄
機
能
が
高
ま
る
。
土
器
の
構
成
に
お
い
て
も
在
地
系
の

土
師
器
が
主
体
と
な
る
（
矢
野
裕
介　

二
〇
一
八
「
鞠
智
城
の
変
遷
に
関
す
る

一
考
察
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
大
宰
府
の
研
究
』

高
志
書
院
、
三
八
五
頁
）。

（
二
）
こ
の
時
期
の
機
能
変
化
の
背
景
に
つ
い
て
は
多
く
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
列

島
南
部
と
律
令
体
制
と
の
関
係
で
強
固
な
政
策
を
放
棄
す
る
こ
と
で
生
じ
た
変

化
が
み
え
る
（
菊
池
達
也　

二
〇
一
四
「
律
令
国
家
成
立
期
に
お
け
る
鞠
智
城

―
「
繕
治
」
と
列
島
南
部
の
関
係
を
中
心
に
ー
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二
、

熊
本
県
教
育
委
員
会
）
と
の
指
摘
が
早
く
か
ら
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
八
世
紀
後

半
の
鞠
智
城
は
、
稲
穀
な
ど
の
貯
蔵
・
保
管
が
主
な
機
能
と
な
り
、
菊
鹿
盆
地

の
高
い
生
産
力
と
広
い
平
坦
地
と
い
う
立
地
条
件
に
よ
り
物
資
を
効
率
的
に
集

積
可
能
で
、
菊
池
郡
の
正
倉
に
転
用
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
能
登
原
孝
道 

二
〇
一
四
「
菊
池
川
中
流
域
の
古
代
集
落
と
鞠
智
城
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ　

論
考

編
１
』
熊
本
県
教
育
委
員
会
、
五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
五
「
西
海
道
の
軍
事
環

境
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
機
能
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
五
、
熊
本
県
教
育
委

員
会)

。
本
稿
は
、
律
令
体
制
の
動
き
と
九
州
南
部
の
関
わ
り
の
中
で
当
該
期

の
鞠
智
城
に
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
見
解
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

と
は
異
な
る
角
度
で
あ
る
対
外
防
衛
と
国
際
関
係
と
い
う
側
面
に
注
目
し
、
よ

り
重
層
的
な
視
点
で
変
遷
の
一
端
を
探
る
こ
と
を
目
標
に
論
考
を
進
め
る
こ
と

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
一
般
的
に
、
七
世
紀
後
半
に
対
中
国
・
朝
鮮
半
島
用
防
御
施
設
と
し
て
築
か
れ
、

八
世
紀
初
め
頃
に
は
そ
の
機
能
を
停
止
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る

が
、
い
ま
だ
未
解
明
な
部
分
も
多
い
（
亀
田
修
一　

二
〇
一
八
「
繕
治
さ
れ
た

大
野
城
・
基
肄
城
・
鞠
智
城
と
そ
の
他
の
古
代
山
城
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇

周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
大
宰
府
の
研
究
』
高
志
書
院
、
二
八
三
頁
）。

（
四
）
鞠
智
城
は
谷
に
堤
防
を
設
け
た
貯
水
池
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
山
城
を

防
衛
用
の
も
の
と
考
え
れ
ば
、
貯
水
池
は
必
須
の
施
設
で
あ
る
（
向
井
一
雄　

二
〇
一
七
『
よ
み
が
え
る
古
代
山
城　

国
際
戦
争
と
防
衛
ラ
イ
ン
』
歴
史
文
化

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
四
〇
、
吉
川
弘
文
館
、
二
十
七
頁
）。

（
五
）
九
世
紀
鞠
智
城
と
対
外
関
係
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
論
考
に
（
濱
田
耕
策

二
〇
一
〇
「
朝
鮮
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城
」
笹
山
晴
生
監
修
『
古
代
山
城 

鞠
智
城
を
考
え
る 

二
〇
〇
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
』
山
川
出
版
社; 

柿
沼
亮
介　

二
〇
一
四
「
朝
鮮
式
山
城
の
外
交
・
防
衛
上
の
比
較
研
究
か
ら
み

た
鞠
智
城
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
）
が
あ
る
。

（
六
）「
北
路
」
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
見
解
と
し
て
は
以
下
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
北
陸
道
諸
国
を
経
由
し
て
か
ら
京
に
向
か
う
経
路
（
新
妻
利
久　

一
九
六
九

『
渤
海
国
史
及
び
日
本
と
の
国
交
史
の
研
究
』
東
京
電
機
大
学
出
版
局
、
石
井

正
敏
二
〇
〇
一
、
前
掲
本
）
②
出
羽
国
を
含
む
北
陸
道
以
北
の
範
囲
（
赤
羽
目

二
〇
一
五
、
前
掲
文
）
③
日
本
列
島
の
北
で
あ
る
出
羽
及
び
北
陸
道
の
国
々
に

至
る
航
路
（
鄭
二
〇
一
五
、
前
掲
書
）
④
沿
海
州
か
ら
北
海
道
西
岸
を
経
て
小
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鹿
半
島
に
至
る
北
回
り
航
路
（
浜
田
久
美
子　

二
〇
一
七
「
日
本
渤
海
関
係
史

―
宝
亀
年
間
の
北
路
来
朝
問
題
へ
の
展
望
」『
前
近
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
石

井
正
敏
の
歴
史
学
』
勉
誠
出
版
）。

（
七
）
恵
恭
王
代
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と

し
て
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
（
井
上
秀
雄
一
九
七
四
『
新
羅
史
基
礎
研
究
』

東
出
版;
李
基
白　

一
九
七
四
『
新
羅
政
治
社
會
史
硏
究
』
一
潮
閣;

李
基
東

一
九
八
〇
『
新
羅
骨
品
社
会
와
花
郎
徒
』
韓
国
研
究
院;

金
壽
泰
一
九
九
六
『
新

羅
中
代
政
治
史
硏
究
』
一
潮
閣;

申
瀅
植
二
〇
〇
四
『
統
一
新
羅
史
研
究
』
韓

国
学
術
情
報;

신
정
훈 
二
〇
一
〇
『
8
세
기 

신
라
의 

정
치
와 

왕
권
（
8
世

紀
新
羅
の
政
治
と
王
権
）』
韓
国
学
術
情
報;

이
영
호
二
〇
一
四
、
前
掲
書; 

曺

凡
煥
二
〇
一
四
「
신
라 

中
代
末　

惠
恭
王
의 

婚
姻
을 

통
하
여 

본 

政
局
의　

변
화
（
新
羅
中
代
末
恵
恭
王
の
婚
姻
を
通
し
て
み
る
政
局
の
変
化
）」『
新
羅
文

化
』
四
三
、
東
國
大
学
校
新
羅
文
化
研
究
所
）。

（
八
）『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
の
史
料
に
よ
る
と
、
恵
恭
王
四
年
（
七
六
八
）
七

月
に
大
恭
と
そ
の
弟
で
あ
る
大
廉
の
兄
弟
が
反
乱
を
起
こ
し
、
同
王
六
年

（
七
七
〇
）
八
月
に
は
金
融
、
同
王
十
一
年
（
七
七
五
）
六
月
に
は
金
隠
居
、

同
年
八
月
に
は
廉
相
・
正
門
が
そ
れ
ぞ
れ
反
乱
・
謀
叛
を
起
こ
し
た
。
最
終
的

に
、
同
王
十
六
年
（
七
八
〇
）
二
月
に
起
き
た
金
志
貞
の
乱
と
そ
れ
に
伴
う
四

月
の
乱
に
よ
り
恵
恭
王
代
は
幕
を
閉
じ
る
。

（
九
）『
三
国
史
記
』
恵
恭
王
条
で
災
異
・
怪
異
関
係
記
事
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
、
国
内
反
乱
の
影
響
に
よ
っ
て
国
内
の
混
乱
が
想
定
さ
れ
る
社
会
状

況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
이
기
봉　

二
〇
一
八
「
신
라 

혜
공
왕
대
의 

薦
擧
와 

災
異
」『
新
羅
文
化
』
五
一
、一
五
四
〜
一
五
五
頁
）。

（
十
）『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年(

七
三
二)

八
月
月
丁
亥
条
に
「
正
三
位
藤
原
朝
臣
房

前
為
東
海
東
山
道
節
度
使
。
従
三
位
多
治
比
真
人
県
守
為
士
山
陰
道
節
度
使
。

従
三
位
藤
原
朝
臣
字
合
為
西
海
道
節
度
使
。
道
別
判
官
四
人
。
主
典
四
人
。
医

師
一
人
。
陰
陽
師
一
人
。」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、【
史
料
六
】
で
言
及
さ

れ
て
い
る
天
平
四
年
当
時
の
具
体
的
な
式
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
確
認
す
る
こ

と
は
か
な
わ
な
い
。

（
十
一
）『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年(

七
三
四)

四
月
壬
子
条
に
「
諸
道
節
度
使
事
既
花
。

於
是
、
令
三
国
司
主
典
巳
上
掌
知
其
事
。」
と
あ
る
。

（
十
二
）『
扶
桑
略
紀
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
是
歳
条
「
大
宰
府
起
四
王
院
。」

（
十
三
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
二
月
壬
申
（
三
日
）
条
「
七
日
読
・
経
於
天
下
諸
国
。

攘
疫
気
也
。」

（
十
四
）
新
羅
で
『
金
光
明
経
』
が
受
容
さ
れ
た
起
点
と
し
て
は
、
元
暁
の
註
釈
書
と

四
天
王
寺
の
建
立
と
関
連
し
て
七
世
紀
中
葉
と
み
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
（
김

상
현
一
九
七
六
「
고
려
시
대
의 

호
국
불
교 

연
구 -

금
광
명
경 

신
앙
을 

중
심

으
로-

（
高
麗
時
代
の
護
国
仏
教
研
究
―
金
光
明
経
信
仰
を
中
心
と
し
て
ー
）」 

『
단
국
대
학
교
대
학
원
학
술
논
총
（
壇
国
大
学
校
大
学
院
学
術
論
叢
）』
一
、

十
三
頁
）。

（
十
五
）
慶
州
狼
山
の
南
麓
に
あ
っ
た
寺
で
文
武
王
十
九
年
（
六
七
九
）、
八
月
に
創

建
さ
れ
た
新
羅
の
護
国
寺
院
で
あ
り
、
四
天
王
寺
成
典
を
置
い
て
管
理
し
た
。

双
塔
の
存
在
が
考
え
ら
れ
、
金
堂
を
中
心
に
東
塔
・
西
塔
・
重
慶
路
・
鐘
楼
が

こ
れ
を
め
ぐ
る
よ
う
な
形
態
で
配
置
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
김

정
기　

一
九
八
四
「
경
주 

사
천
왕
사
가
람
고
（
慶
州
四
天
王
寺
伽
藍
考
）」

『
윤
무
병
박
사
회
갑
기
념
논
총
（
尹
武
炳
博
士 

回
甲
紀
念
論
叢
）
尹
武
炳
博

士 

回
甲
紀
念
論
叢
刊
行
委
員
會
』; 

金
相
鉉　

一
九
九
六
「
四
天
王
寺
의 

創

建
과 

意
義
（
四
天
王
寺
の
創
建
と
意
義
）」『
신
라
문
화
제
학
술
발
표
논
문
집
』

一
七
）。

（
十
六
）
四
天
王
寺
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
六
年
よ
り
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
を
就

寝
に
本
格
的
な
調
査
が
開
始
さ
れ
た
。発
掘
調
査
は
二
〇
一
二
年
ま
で
行
わ
れ
、

以
後
調
査
報
告
書
が
三
次
に
わ
た
り
発
行
さ
れ
て
い
る
（
국
립
경
주
문
화
재
연

구
소
二
〇
一
二『
사
천
왕
사 

발
굴
조
사
보
고
서（
四
天
王
寺
発
掘
調
査
報
告
書
）

Ⅰ
』;
二
〇
一
三『
사
천
왕
사 

발
굴
조
사
보
고
서（
四
天
王
寺
発
掘
調
査
報
告
書
）

Ⅱ
』;
二
〇
一
四
『
사
천
왕
사 

발
굴
조
사
보
고
서
四
天
王
寺
発
掘
調
査
報
告
書
）

Ⅲ
』）。
詳
し
く
は
こ
ち
ら
の
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
の
調
査
に
よ
り
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伽
藍
内
郭
を
め
ぐ
る
回
廊
址
、
金
堂
の
左
右
に
繋
が
る
翼
廊
址
、
石
燈
址
の
位

置
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
四
天
王
寺
の
全
体
の
伽
藍
配
置
の
推
定
が
可
能
と
な
っ

た
（
양 

정 

석
二
〇
一
六
「
新
羅 

王
京
의 

中
代 

寺
址
에 

대
한 

調
査
의 

推
移
」

『
先
史
と
古
代
』
四
九
、
韓
国
古
代
学
会
）。

（
十
七
）『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
六
月
甲
辰
（
二
十
二
日
）
条
、『
続

日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
三
月
庚
寅
（
二
十
四
日
）
条
、『
続
日

本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
正
月
己
未
（
二
十
一
日
）
条
、『
続
日
本
紀
』

天
平
神
護
元
年
（
七
六
四
）
三
月
辛
丑
（
十
日
）
条
、『
続
日
本
紀
』
神
護
景

雲
二
年
（
七
六
八
）
二
月
癸
卯
（
二
十
八
日
）
条

（
十
八
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
三
月
九
日
条

参
考
文
献

<

図
録
・
報
告
書>

（
日
本
語
）

九
州
歴
史
資
料
館
編　

二
〇
一
五
『
特
別
展　

四
王
寺
山
の
１
３
５
０
年
―
大
野
城
か

<図五>四天王寺址の復元平面図

ら
祈
り
の
山
に
』

小
値
賀
町
教
育
委
員
会　

一
九
八
四
『
神
ノ
崎
遺
跡
』
小
値
賀
町
文
化
財
調
査
報
告
書
、

第
四
集

福
岡
市
教
育
委
員
会
編　

二
〇
〇
六
『
周
船
寺
遺
跡　

六
』

福
岡
県
前
原
市
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
六
『
国
指
定
史
跡　

怡
土
城
』
前
原
市
文
化
財

調
査
報
告
書
、
第
九
四
集

（
韓
国
語
）

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
・
国
立
慶
州
博
物
館　

二
〇
〇
九
『
四
天
王
寺
』

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所　

二
〇
一
二
『
사
천
왕
사 

발
굴
조
사
보
고
서
（
四
天
王
寺

発
掘
調
査
報
告
書
）
Ⅰ
』

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所　

二
〇
一
三
『
사
천
왕
사 

발
굴
조
사
보
고
서
（
四
天
王
寺

発
掘
調
査
報
告
書
）
Ⅱ
』

国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所　

二
〇
一
四
『
사
천
왕
사 

발
굴
조
사
보
고
서
（
四
天
王
寺

発
掘
調
査
報
告
書
）
Ⅲ
』

<

単
行
本>

（
日
本
語
）

浅
香
年
木　

一
九
七
八
『
古
代
地
域
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局

石
井
正
敏　

二
〇
〇
一
『
日
本
渤
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

井
上
秀
雄　

一
九
七
四
『
新
羅
史
基
礎
研
究
』
東
出
版

鄭
淳
一　

二
〇
一
五
『
九
世
紀
の
来
航
新
羅
人
と
日
本
列
島
』
勉
誠
出
版

田
中
史
生　

一
九
九
七
『
日
本
古
代
国
家
の
民
族
支
配
と
渡
来
人
』
校
倉
書
房

新
妻
利
久　

一
九
六
九
『
渤
海
国
史
及
び
日
本
と
の
国
交
史
の
研
究
』
東
京
電
機
大
学

出
版
局

古
畑
徹　

二
〇
一
七
『
渤
海
国
と
は
何
か
』
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
五
八
、
吉
川

弘
文
館

向
井
一
雄　

二
〇
一
七
『
よ
み
が
え
る
古
代
山
城　

国
際
戦
争
と
防
衛
ラ
イ
ン
』
歴
史

文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
四
〇
、
吉
川
弘
文
館

山
内
晋
次　

二
〇
〇
三
『
奈
良
平
安
時
代
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
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（
韓
国
語
）

金
壽
泰 
一
九
九
六
『
新
羅
中
代
政
治
史
硏
究
』
一
潮
閣

李
基
東　

一
九
八
〇
『
新
羅
骨
品
社
会
와　

花
郎
徒
（
新
羅
骨
品
社
会
と
花
郎
徒
）』

韓
国
研
究
院

李
基
白 

一
九
七
四
『
新
羅
政
治
社
會
史
硏
究
』
一
潮
閣

李
泳
鎬　

二
〇
一
四
『
신
라
중
대
의 

정
치
와 

권
력
구
조
（
新
羅
中
代
の
政
治
と
権
力

構
造
）』
知
識
産
業
社

申
瀅
植　

二
〇
〇
四
『
統
一
新
羅
史
研
究
』
韓
国
学
術
情
報

신
정
훈　

二
〇
一
〇
『
8
세
기 
신
라
의 

정
치
와 

왕
권
（
8
世
紀
新
羅
の
政
治
と
王

権
）』
韓
国
学
術
情
報

朴
海
鉉 

二
〇
〇
三
『
新
羅
中
代
政
治
史
硏
究
』
国
学
資
料
院

<

論
文>

（
日
本
語
）

赤
羽
目
匡
由　

二
〇
一
五「
渤
海
使
の
大
宰
府
航
路（
朝
鮮
半
島
東
岸
航
路
）を
め
ぐ
っ

て
」『
人
文
学
報
』
五
〇
五
、
首
都
大
学
東
京
大
学
院
人
文
科
学
研
究

科

五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
四
「
新
羅
征
討
計
画
に
お
け
る
軍
事
力
動
員
の
特
質
」『
駿
台

史
学
』
一
五
二
、
明
治
大
学
史
学
地
理
学
会

五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
五
「
西
海
道
の
軍
事
環
境
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
機
能
」『
鞠
智

城
と
古
代
社
会
』
五
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
六「
西
海
道
に
お
け
る
武
具
の
生
産
・
運
用
体
制
と
鞠
智
城
」『
鞠

智
城
と
古
代
社
会
』
四
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

瓜
生
秀
文　

二
〇
一
八
「
怡
土
城
に
関
す
る
諸
問
題　

ー
怡
土
城
築
城
担
当
者
と
「
肥

前
守
」
に
つ
い
て
ー
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会

『
大
宰
府
の
研
究
』
高
志
書
院

柿
沼
亮
介　

二
〇
一
四
「
朝
鮮
式
山
城
の
外
交
・
防
衛
上
の
比
較
研
究
か
ら
み
た
鞠
智

城
」
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

亀
田
修
一　

二
〇
一
八
「
繕
治
さ
れ
た
大
野
城
・
基
肄
城
・
鞠
智
城
と
そ
の
他
の
古
代

山
城
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
大
宰
府
の
研

究
』
高
志
書
院

菊
池
達
也　

二
〇
一
四
「
律
令
国
家
成
立
期
に
お
け
る
鞠
智
城
―
「
繕
治
」
と
列
島
南

部
の
関
係
を
中
心
に
ー
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二
、
熊
本
県
教
育
委

員
会

北
啓
太　

一
九
八
四
「
天
平
四
年
の
節
度
使
」『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
上
巻
、
吉

川
弘
文
館

河
内
春
人　

一
九
九
五
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
史
の
乱
の
影
響
と
新
羅
征
討
計
画
」

『
日
本
歴
史
』
五
六
一
、
吉
川
弘
文
館

近
藤
浩
一　

二
〇
一
七
「
八
世
紀
（
Ⅱ
期
〜
Ⅲ
期
）
の
鞠
智
城
と
肥
後
地
域 

―
新
羅

山
城
と
の
比
較
検
討
か
ら
―
」」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
五
、
熊
本
県
教

育
委
員
会

佐
藤
信　

二
〇
一
四
「
鞠
智
城
の
歴
史
的
位
置
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ　

論
考
編
１
』
熊
本

県
教
育
委
員
会

下
向
井
龍
彦　

一
九
九
二
「
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
に
つ
い
て
ー
国
衛
軍
政
の
法

的
源
泉
―
」『
続
日
本
紀
研
究
』
二
七
九
、
続
日
本
紀
研
究
会

長
洋
一　

一
九
八
六
「
天
平
宝
字
五
年
の
肥
前
国
」『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』

第
一
巻
二
号
、
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
所

中
尾
浩
康　

二
〇
一
〇
「
天
平
期
の
節
度
使
に
関
す
る
一
考
察
」『
続
日
本
紀
研
究
』

三
八
八
、
続
日
本
紀
研
究
会

能
登
原
孝
道　

二
〇
一
四
「
菊
池
川
中
流
域
の
古
代
集
落
と
鞠
智
城
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ　

論
考
編
１
』
熊
本
県
教
育
委
員
会

浜
田
久
美
子　

二
〇
一
七
「
日
本
渤
海
関
係
史
―
宝
亀
年
間
の
北
路
来
朝
問
題
へ
の
展

望
」『
前
近
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
石
井
正
敏
の
歴
史
学
』
勉
誠
出
版

濱
田
耕
策　

二
〇
一
〇
「
朝
鮮
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城
」
笹
山
晴
生
監
修
『
古
代
山

城 
鞠
智
城
を
考
え
る 

二
〇
〇
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
』
山
川

出
版
社

古
畑
徹　

一
九
九
四
「
渤
海
・
日
本
間
航
路
の
諸
問
題
」『
古
代
文
化
』
四
六
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三
上
喜
孝　

二
〇
〇
七
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
土
意
識
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
』
一
三
四
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

三
上
喜
孝　

二
〇
〇
八
「
古
代
日
本
の
境
界
意
識
と
仏
教
信
仰
」『
古
代
日
本
の
異
文

化
交
流
』
勉
誠
出
版

三
上
喜
孝　

二
〇
一
七
「
古
代
日
本
の
境
界
意
識
」『
日
本
古
代
交
流
史
入
門
』
勉
誠

出
版

矢
野
裕
介　

二
〇
一
七
「
有
明
海
沿
岸
に
お
け
る
古
代
山
城
の
年
代
論
」『
徹
底
追
究
！ 

大
宰
府
と
古
代
山
城
の
誕
生
―
発
表
資
料
集
―
』

矢
野
裕
介　

二
〇
一
八
「
鞠
智
城
の
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」
大
宰
府
史
跡
発
掘
五
〇

周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
大
宰
府
の
研
究
』
高
志
書
院

山
田
隆
文　

二
〇
一
八
「
古
代
山
城
の
立
地
環
境
│
百
済
・
新
羅
と
の
比
較
を
通
し
て

│
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
六
、
熊
本
県
教
育
委
員
会

山
村
信
榮　

一
九
九
八
「
国
境
に
お
け
る
古
代
山
城
と
仏
教
」『
都
府
楼
』
二
五
、
古

都
大
宰
府
を
守
る
会

山
村
信
榮　

二
〇
〇
五
「
大
宰
府
に
お
け
る
八
・
九
世
紀
の
変
容
（
第
Ⅲ
部　

交
通
と

周
辺
論
）」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館

（
韓
国
語
）

全
德
在　

一
九
九
七
「
新
羅 

中
代 

對
日
外
交
의 

推
移
와 

眞
骨
貴
族
의 

動
向-
聖
徳

王
〜
惠
恭
王
를　

중
심
으
로-

（
新
羅
中
代
対
日
外
交
の
推
移
と
眞
骨
貴
族

の
動
向
―
聖
徳
王
〜
惠
恭
王
を
中
心
に
―
）」『
韓
國
史
論
』
三
七
、
ソ
ウ
ル

大
学
校
国
史
学
科

김
상
현　

一
九
七
六
「
고
려
시
대
의 

호
국
불
교 

연
구 -

금
광
명
경 

신
앙
을 

중
심
으

로-

（
高
麗
時
代
の
護
国
仏
教
研
究
―
金
光
明
経
信
仰
を
中
心
と
し
て
ー
）」 

『
단
국
대
학
교
대
학
원
학
술
논
총
（
壇
国
大
学
校
大
学
院
学
術
論
叢
）』
一

김
선
숙　

二
〇
〇
七
「
新
羅
恵
恭
王
代
（765

〜780

）
의 

国
内
情
勢
와 

対
日
外
交
（
新

羅
恵
恭
王
代（765

〜780

）の
国
内
情
勢
と
対
日
外
交
）」『
精
神
文
化
研
究
』

三
〇
―
四
、
韓
国
精
神
文
化
研
究
所

金
相
鉉　

一
九
九
六
「
四
天
王
寺
의 

創
建
과 

意
義
（
四
天
王
寺
の
創
建
と
意
義
）」『
신

라
문
화
제
학
술
발
표
논
문
집
（
新
羅
文
化
財
学
術
発
表
論
文
集
）』
一
七

김
정
기　

一
九
八
四
「
경
주
사
천
왕
사
가
람
고
（
慶
州
四
天
王
寺
伽
藍
考
）」『
윤
무
병

박
사
회
갑
기
념
논
총
（
尹
武
炳
博
士
回
甲
紀
念
論
叢
）
尹
武
炳
博
士 

回
甲

紀
念
論
叢
刊
行
委
員
會
』

金
在
庚　

一
九
九
二
「
新
羅 

中
代 

華
嚴
信
仰
의 

社
會
的 

役
割
（
新
羅
中
代
華
厳
信

仰
の
社
会
的
役
割
）」『
震
檀
学
報
』
七
三
、
震
檀
学
会

趙
二
玉　

二
〇
一
五
「
신
라 

경
덕
왕
대 

국
내
외
정
세
에
서 

본 

일
본
의 `

신
라
정
토

계
획`

（
新
羅
景
徳
王
代
の
国
内
外
政
情
か
ら
み
る
日
本
の
「
新
羅
征
討
計

画
」」」『
新
羅
文
化
』
四
二
、
東
國
大
学
校
新
羅
文
化
研
究
所

曺
凡
煥　

二
〇
一
四
「
신
라 

中
代
末　

惠
恭
王
의 

婚
姻
을 

통
하
여 

본 

政
局
의　

변

화
（
新
羅
中
代
末
恵
恭
王
の
婚
姻
を
通
し
て
み
る
政
局
の
変
化
）」『
新
羅
文

化
』
四
三
、
東
國
大
学
校
新
羅
文
化
研
究
所

양
정
석　

二
〇
一
六
「
新
羅 

王
京
의 

中
代 

寺
址
에 

대
한 

調
査
의 

推
移
（
新
羅
王

京
の
中
代
寺
址
に
対
す
る
調
査
の
推
移
）」『
先
史
と
古
代
』
四
九
、
韓
国
古

代
学
会

이
기
봉　

二
〇
一
八
「
신
라 

혜
공
왕
대
의 

薦
擧
와 

災
異
（
新
羅
恵
恭
王
代
の
薦
擧

と
災
異
）」『
新
羅
文
化
』
五
一
、
東
國
大
学
校
新
羅
文
化
研
究
所

李
泳
鎬　

一
九
八
三
「
新
羅
中
代 

王
室
寺
院
의 

官
寺
的 

機
能
（
新
羅
中
代
王
室
寺
院

の
官
寺
的
機
能
）」 『
韓
國
史
硏
究
』 

四
三

임
영
애　

二
〇
一
一
「
석
굴
암 

사
천
왕
상’

의 

도
상
과 

불
교 

경
전
」（
石
窟
庵
四

天
王
像
の
途
上
と
仏
教
経
典
）『
강
좌
미
술
사
（
講
座
美
術
史
）』
三
七
、 

한

국
불
교
미
술
사
학
회
（
韓
国
仏
教
美
術
史
学
会
）

尹
善
泰　

二
〇
一
五
「
新
羅
中
代
成
典
寺
院
과 

密
敎-

중
대 

國
家
儀
禮
의 

視
覺
化
와 

관
련
하
여-

（
新
羅
中
代
成
典
寺
院
と
密
教
）
―
中
代
国
家
儀
礼
の
視
覚
化

と
関
連
し
て
ー
」『
先
史
と
古
代
』
四
四
、
韓
国
古
代
学
会

崔
聖
銀　

二
〇
一
二
「
통
일
신
라 

四
天
王
寺 

녹
유
소
조
신
장
상
의 

연
구 

성
과
와 

향

후 

과
제
（
統
一
新
羅
四
天
王
寺
の
緑
釉
塑
造
神
将
像
の
研
究
成
果
と
今
後
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の
課
題
）」『
新
羅
史
学
報
』
二
六
、
新
羅
史
学
会

挿
図
表
出
典

図
一
：
熊
本
県
教
育
委
員
会
「
鞠
智
城　

―
鞠
智
城
の
築
城
と
そ
の
変
遷
―
」
パ
ン
フ

レ
ッ
ト

図
二
：
山
村
信
榮　

一
九
九
八
「
国
境
に
お
け
る
古
代
山
城
と
仏
教
」『
都
府
楼
』

二
五

図
三
：
崔
聖
銀
二
〇
一
二
「
統
一
新
羅
四
天
王
寺
の
緑
釉
塑
造
神
将
像
の
研
究
成
果
と

今
後
の
課
題
」
一
六
七
頁
よ
り
抜
粋

図
四
：
福
岡
市
教
育
委
員
会
編　

二
〇
〇
六
『
周
船
寺
遺
跡　

六
』
よ
り
抜
粋

図
五
：
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
・
国
立
慶
州
博
物
館　

二
〇
〇
九
『
四
天
王
寺
』

十
八
頁
よ
り
抜
粋

表
一
：
筆
者
作
成

21






